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第1節　非核、平和のまちづくり

1

基本方向

1

2

3

動向と課題

計　画

第1 章　すべての人がいきいき輝くまちづくり

体　系

　非核平和意識の高揚を図るための啓発を進め
るとともに、市民の自主的な核兵器廃絶運動や
平和運動への支援、非核平和宣言都市間の交流
など、市民とともに平和を愛するまちづくりを
進めます。

　21世紀においてもなお、世界各地で武力紛
争が繰り返され、数多くの人びとが犠牲になり、
なかでも子どもや女性が傷つき命が失われてい
ます。また、核兵器の開発や関連技術の流出に
よる核拡散の懸念が深まるなど、人類の平和と
共存に大きな脅威を与えており、国際紛争の平
和的解決を主張することは、わが国が担う役割
です。

　世界最初の核被爆国であるわが国の自治体と
して、本市も全国の非核平和宣言都市と連携し
て核兵器の廃絶と恒久平和の実現を国内外に呼
びかけ、核兵器廃絶運動の輪をさらに広げてい
くことが必要です。

　本市は、平和を希求する市民の総意の下に、
非核三原則の完全な実施と核兵器の廃絶を訴え
た「非核平和都市宣言」の決意を新たにし、戦
争の悲惨さと平和の尊さを次代に伝えるなど啓
発に努めるとともに、非核平和についての幅広
い施策の展開を図り、「非核平和都市宣言」を
より実効あるものにする必要があります。

(１) 非核平和意識の普及

(２) 非核平和事業の推進

１　非核平和への貢献

1　非核平和への貢献

　(１) 非核平和意識の普及

　学校教育や社会教育を含むあらゆる場において、
非核平和意識の普及と高揚を図ります。また、平
和祈念資料室の充実、市民平和のつどいの開催な
どにより、核兵器の廃絶と戦争の悲惨さを訴える
事業を推進します。

　(２) 非核平和事業の推進

　非核平和事業への市民の自主的な参加を促進し、
市民とともに非核平和のための諸事業を進めます。
また、平和を願う市民の自主的な活動を育成する
ため、情報を提供するなど必要な支援を行います。
さらに、非核平和宣言都市や関係機関などとの交
流を進め、情報の収集を図ります。
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第１章　すべての人がいきいき輝くまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

2

3

1

1

基本方向

動向と課題

第
１
章

計　画

第2節　人権を尊重するまちづくり

体　系

１　人権の保障

　世界人権宣言は、すべての人の個人としての
固有の尊厳と平等にして譲ることのできない権
利とを承認することが、世界における自由と正
義と平和の基礎であるとしています。そしてこ
れまで、「人権教育のための国連10年」の取
組や「子どもの権利条約」の締結など、人権尊
重への国際的な取組が広がり、国においてもさ
まざまな取組が進められてきました。すべての
人が個人として尊重され平等な権利の下に生活
するためには、行政の果たすべき責務は重大で
すが、人権に関する市民の理解を得ることもま
た重要です。

　21世紀は「人権の世紀」と言われています。
しかし、女性、子ども、高齢者、障害者、同和
問題、外国人などをめぐり、いまだに人権が侵
害される事態が続いています。また、犯罪被害
者及びその家族の人権侵害や、社会の変化に伴
って高度情報機器を利用した新たな人権侵害な
ども起きており、これらの問題の解決に向けて
さらに取り組む必要があります。

　一人ひとりの命の大切さや人としての権利が
侵されることなく、真に個人が尊重される社会
をつくるため、本市は、平成12年（2000年）
に「人権尊重の社会をめざす条例」を施行しま
した。また、総合的に人権に関する施策を推進
するために「人権施策基本方針」を策定しまし
た。すべての人びとの基本的人権が尊重され、
人が輝くまちづくりに向けて、あらゆる行政分
野に人権の視点を根付かせ、「人権施策基本方
針」に基づき施策を推進していく必要があります。

　「人権施策基本方針」に基づき、人権教育や
啓発をはじめ、さまざまな人権課題に応じた施
策を行政全般にわたって総合的に推進します。

1　人権の保障

　(１) 人権教育と啓発の推進

　学校教育や社会教育を含むあらゆる場を活用し、
多様な個性や価値観を認め合い、人を思いやる豊
かな人権感覚を培う教育と啓発に取り組みます。
また、市民の自発的な学習意欲を育んでいけるよ
うな啓発に努めます。

　(２) 相談・支援の強化

　各種相談窓口の連携を強化し、相談者の自立支
援に向け実効性のある相談・支援体制の構築に努
めます。また、人権侵害への迅速で適切な対応に
向けて、関係機関との連携を深めます。

　(３) 情報提供と連携

　人権に関する情報収集の充実を図るとともに、
さまざまな広報媒体を通じて情報を提供します。
また、市民の自主的な団体や、学校、企業、ＮＰ
Ｏなどに対して人権教育や啓発方法などについて
の情報提供に努め、市民とともに人権の視点に立
った事業を促進します。

　(４) 交流の促進

　人と人とのふれあいを通じて、市民が互いに理
解を深め、真に豊かな人権感覚を身につけるため、
より多くの市民に呼びかけて地域交流を進めます。

(１) 人権教育と啓発の推進

(２) 相談・支援の強化

(３) 情報提供と連携

(４) 交流の促進
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第3節　男女共同参画のまちづくり

1

2

3

3

4

5

基本方向

1

2

動向と課題

体　系

　男女共同参画の推進に関する施策は、行政や
市民生活のさまざまな分野に及ぶことから、市
民、事業者の協力の下、総合的かつ計画的に推
進していきます。

　男女共同参画の推進に向けて、意識改革を進
めるためにあらゆる場での啓発や学習を進めます。

　家庭生活への男女共同参画の推進、仕事と育
児の両立支援のための施策を推進するとともに
社会環境の整備を進めます。

　女性の生涯を通じた健康の保持・増進に努め
ます。また、男女が対等な構成員として、安心
して暮らすことができるよう、女性に対するあら
ゆる暴力の根絶に向け施策を推進していきます。

　男女が共に自立して社会参画できるよう、積
極的に施策を推進していきます。

　固定的な性別役割分担の考え方は、まだ社会
の中に根強く残っており、そのことが子育て中
の女性の労働力率の低下などさまざまな不平等
をもたらしています。また、女性に対する人権
侵害であるドメスティック・バイオレンスやセ
クシュアル・ハラスメントなどの実態も明らか
になっています。男女が性別にかかわりなく、
その個性と能力をあらゆる分野で発揮できる男
女共同参画社会の実現が強く求められています。

　国は、平成11年（1999年）に「男女共同参
画社会基本法」を制定し、その中で男女共同参
画社会の実現を21世紀の最重要課題と位置づ
けています。また、平成13年（2001年）に、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図
るため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律」を制定しました。

　本市は、平成14年（2002年）に、男女共同
参画社会の実現に向けて、行政と市民、事業者
が協働するための基盤となる「男女共同参画推
進条例」を制定しました。そして、条例の実現
を図るため、平成15年（2003年）に「男女共
同参画プラン」を策定しました。
　条例やプランに基づき、男女が家庭、職場、
学校、地域などあらゆる分野に対等な立場で参
画できる男女共同参画社会の実現に向けて、市
民、事業者、行政が協働して計画的に施策を推
進していく必要があります。

(１) 家庭生活への男女共同参画の推進

(２) 労働の場における男女共同参画の推進

３　男女が人間らしくゆとりをもって
　　働き暮らすための環境整備

１　男女共同参画社会の実現

２　男女共同参画に向けての意識改革

(１) 地域社会への男女共同参画の推進

(２) 市政への参画

６　男女が共に自立して社会参画できる
　　環境の整備

４　女性の生涯を通じた健康の保持・増進

５　女性に対するあらゆる暴力の根絶の
　　ための基盤づくり
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第１章　すべての人がいきいき輝くまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
１
章

計　画
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1　男女共同参画社会の実現

2　男女共同参画に向けての意識改革

4　女性の生涯を通じた健康の保持・増進

5　女性に対するあらゆる暴力の根絶の
　　ための基盤づくり

6　男女が共に自立して社会参画できる
　　環境の整備

3　男女が人間らしくゆとりをもって
　　働き暮らすための環境整備

　「男女共同参画推進条例」及び「男女共同参画
プラン」に基づき、男女共同参画社会の実現をめ
ざし、施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。
また、市民との連携を進め、評価基準の設定を行
うなど、プランを効果的に推進します。
　男女共同参画施策への苦情や、性別による権利
侵害に関する相談を受け、勧告や調査、助言を行
う苦情等処理委員制度の普及と活用を図ります。 

　男女共同参画の推進に向けての調査研究や情報
収集・提供等を行うとともに、意識改革を進める
ために、学校教育や社会教育を含むあらゆる場で
の啓発や学習を進めます。また、日常生活の中に
組み込まれた性別による役割分担から生じる、市
民のさまざまな悩みを受け止めて、相談に応じる
ことができるよう、体制の充実を図ります。

　(１) 家庭生活への男女共同参画の推進

　男女が共に子育て、家族の介護その他家庭にお
ける活動に対等な立場で参画できるよう啓発に努
めます。

　(２) 労働の場における男女共同参画の推進

　職場における男女共同参画について啓発に努め
るとともに、仕事と家事・育児・介護などの両立
支援や、妊娠・出産期における健康の支援のため
の環境整備を事業者と協働して進めます。
　また、女性のさまざまな就労を拡大するために、
能力発揮や起業に向けて支援します。

　女性の思春期から高齢期までの年代に応じた健
康の保持・増進のための支援に努めるとともに､
男女が性に関する正しい理解を深めるための情報
提供等の施策の充実を図ります。

　女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた教育
や啓発を進めるとともに、関係機関などと連携し、
被害者支援施策を推進します。
　

　(１) 地域社会への男女共同参画の推進

　地域社会への男女共同参画を推進するために、
女性関係団体やグループなどの学習活動への支援
と交流の促進に努めます。また、さまざまな課題
の解決をめざし、地域で活動する人材の育成を進
めます。

　(２) 市政への参画

　女性の意見を行政に反映させるため、各種審議
会等への参画を進めるなど、政策や方針決定の場
への女性の参画を積極的に推進します。
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第1節　多様なコミュニティ活動の充実による住みよいまちづくり

1

2

3

4

動向と課題

第2章　市民自治が育む自立のまちづくり

体　系

1

2

3

基本方向

　コミュニティの振興を図るため、コミュニテ
ィ意識の醸成を促す施策を推進するとともに、
市民のコミュニティ活動に対し、自主性を尊重
しながら支援に努めます。

　コミュニティ施設を既存施設の配置状況を基
に、計画的、効率的に整備します。
　また、コミュニティ活動との連携が図られる
よう運営への市民参画を図るとともに、効果的
な利用が進められるようコミュニティ関連施設
のネットワーク化、多目的化を図ります。

　豊かなコミュニティの形成を促進し、市民、
事業者、行政の協働を進めます。

　少子・高齢化の進行やひとり暮らし世帯の増
加、価値観やライフスタイルの多様化などが、
地域社会における住民間のかかわりに影響を与
え、住民相互の連帯感やつながりを希薄にして
きました。しかしその一方で、先の阪神・淡路
大震災でのボランティアの活躍にみられるよう
に、人権や福祉、子育てや環境など日常生活に
密接にかかわる分野で、市民自らが、課題解決
のために考え、行動する新たな取組も広がって
きています。

　本市においても、これまでの暮らしや学習、
文化、スポーツにかかわる市民の諸活動に加え
て、こうした課題の解決に向けて、市民の自発
的で主体的な活動が展開されるようになってい
ます。また、地域経済の振興とも関連して、事
業者による地域のまちづくりへの取組も行われ
るようになっています。これらの諸活動は住民
相互の連帯感やつながりを再生し、さらに地域
のさまざまな課題を自らが解決していこうとす
るコミュニティを形成する新たな原動力となっ
てきています。

　まちづくりの主体は市民です。そしてまちづ
くりの基盤となるのがコミュニティです。市民
のさまざまな活動が地域コミュニティや地域づ
くりと結びつくことにより、自立したまちづく
りが可能となります。
　次代を担う若い世代や、団塊の世代など、多
くの市民の参加と協力により、自治会活動やボ
ランティア、ＮＰＯなどの自主的な活動がさら
に発展し、豊かな地域コミュニティの形成に寄
与するよう支援する必要があります。

　本市は、これまでにコミュニティセンターを
2館建設し、地域住民によるコミュニティ協議
会の運営により、コミュニティの形成と、市民
自らの多様な地域活動の拠点としての取組を行
ってきました。また、市民センターなど広範な
市民が利用する広域施設と、市民ホールなど地
域に密着した近隣施設の両面にわたってコミュ
ニティ施設の整備に努めてきました。施設の管
理運営が指定管理者制度に移行する中で、地域
住民との協働による効果的な運営によりいっそ
う努めるとともに、今後は、施設への交通の利
便性等も考慮し、既存施設の活用等も含めて、
地域活動、地域情報の拠点の整備・充実を図る
必要があります。

(１) コミュニティ意識の醸成

(２) コミュニティ活動の促進

(３) 情報交流の促進

１　コミュニティ活動の充実

(１) コミュニティ施設の整備と運営

(２) コミュニティ関連施設のネットワーク化

２　コミュニティ施設の充実

３　コミュニティとの協働の推進
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第２章　市民自治が育む自立のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
２
章

計　画

ボランティア団体数

NPO法人数（内閣府認証含む）

ボランティア団体・NPO法人数の推移
市民文化部データによる
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地域の行事や活動への参加状況

平成14年度（2002年度）市民意識調査による
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自治会・町内会などの活動

祭りや体育祭などのイベント・行事

スポーツクラブや趣味のクラブなどの活動

子ども会・婦人会・高齢クラブなどの活動

ボランティア活動（清掃美化など）

地域づくり・まちづくりなどの活動

NPO活動（国際交流・まちづくりなど）

その他

あてはまるものはない

31.4％

28.2％

14.5％

11.9％

7.6％

2.6％

1.5％

2.0％

38.4％

1　コミュニティ活動の充実

2　コミュニティ施設の充実

3　コミュニティとの協働の推進

　(１) コミュニティ意識の醸成

　暮らしや文化に関する活動や学習活動などの実
態の把握に努めるとともに、それらの活動の場を
活用し、コミュニティ意識の醸成につながる講習
会や学習会の開催に努めます。

　(２) コミュニティ活動の促進

　自治会やボランティア団体等をはじめ、コミュ
ニティ活動を進める団体に対し、自主性を尊重し
支援します。また、地域にかかわる各分野の人材
の発掘・育成に努めます。
　さらに、地域を住みやすくするための自主的な
活動に対して、情報の提供や学習の場の提供など
の支援を行います。また、子どもを含む若い世代
がまちづくりの担い手として育つよう支援します。

　(３) 情報交流の促進

　活動団体やその活動内容、人材の情報など地域
情報の収集と提供に努め、活動団体相互の交流を
促進するとともに、コミュニティ活動に関する情
報紙の発行を行うなど、情報の交流を促進します。

　(１) コミュニティ施設の整備と運営

　地域別の施設の配置状況を勘案し、広範な市民
が集える広域施設が必要とされる地域では、交通
の利便性等を考慮しつつ、施設整備を進めます。
あわせて、これらの広域施設について、コミュニ
ティの振興に向けて地域活動、地域情報の拠点と
しての施設のあり方を検討します。
　また、施設の効果的な利用に向けて運営の工夫
を図るとともに、学校施設の地域開放など施設の
多目的化を図り、地域ニーズに的確に対応できる
ようコミュニティ活動と連携した施設運営を図り
ます。

　(２) コミュニティ関連施設のネットワーク化

　地域における集会施設、福祉施設、文化・学習
施設などを含めた幅広いコミュニティ関連施設の
相互の連携を密にし、コミュニティ施設及びコミ
ュニティ関連施設のネットワーク化を図ります。 

　豊かなコミュニティの形成を促進し、日常生活
にかかわる福祉や環境などの課題に対し、コミュ
ニティと行政が、それぞれの役割と責任を明確に
しながら、協働して取り組みます。
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第2節　情報の共有化を進めるまちづくり

1

2

3

動向と課題体　系

　情報技術の急速な発展により、容易に情報を
共有することができるようになってきました。
行政情報の共有化は、市民参画と協働を進める
上での前提となるものであり、自治の基本です。
誰もがまちづくりに参画できる条件を整えるた
めには、使いやすい情報技術や多様な広報媒体
の活用による情報提供を進める必要があります。
また、情報管理において安全対策を講じる必要
があります。

　情報の公開は、市民の知る権利を保障するこ
とであり、公正で透明な市政の実現を図る上で
欠くことができないものです。また、市民生活
に必要な情報とともに市政に関する多様な情報
を適時・有効に活用できるよう積極的に提供す
る必要があります。

　情報の共有化にあたり、個人情報の適正な取
扱いが強く求められています。情報の提供者と
して、また、情報の管理者として行政の果たす
べき役割がますます大きくなる中で、市民、事
業者とともに個人情報の保護を推進しなければ
なりません。

１　情報技術の活用の推進

２　情報通信ネットワーク基盤整備の推進

３　情報化に伴う安全対策の推進

４　情報公開・情報提供の推進

５　個人情報保護の推進
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第２章　市民自治が育む自立のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

3

基本方向

第
２
章

計　画

総務部データによる

公開

平成12年度
（2000年度）

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

部分公開

非公開

文書不存在

取下げ

存否応答拒否

計

574 583 755 952 1,326

199 216 136 96 147

3 0 3 2 9

177 174 208 153 127

3 0 3 2 3

― ― ― ― 1

956 973 1,105 1,205 1,613

情報公開制度の利用状況

（件）

総務部データによる

開示

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

訂正

削除

中止

計

22 25 57

6 0 0

0 0 0

3 16 2

31 41 59

個人情報保護制度の利用状況

（件）

　新たな情報技術の活用を図るとともに、情報
通信ネットワークを利用し必要な情報を共有す
ることができる総合的なネットワークシステム
の構築をめざします。

　情報公開制度の推進により、市民の知る権利
を保障します。また、市民生活に必要な情報を
多様な広報媒体を用いて積極的に提供します。

　個人情報について、自己の情報の開示、訂正、
削除等の権利を保障するとともに、収集、管理
等にあたっての適正な取扱いを確保します。

1　情報技術の活用の推進

2　情報通信ネットワーク基盤整備の推進

3　情報化に伴う安全対策の推進

4　情報公開・情報提供の推進

5　個人情報保護の推進

　多様化する市民ニーズへの対応や市民サービス
の充実をめざし、情報技術を活用した行政サービ
スの効率化や高度化を図ります。

　情報通信機器の利用による格差をなくし、広く
市民が活用できるよう、情報通信ネットワークの
基盤整備を進め、市民、事業者、行政の共有財産
である行政情報や地域情報の共有化を進めます。

　ますます高度化する行政の情報化の基盤となる
情報システムや個人情報等の情報資産を守るため、
適切な安全対策を講じるとともに、その継続的な
評価と見直しを図ります。

　行政の透明性を高めるため、情報公開制度によ
る情報の公開を進めます。
　さらに、日常の市民生活に必要な情報とともに、
地域情報やコミュニティ活動など市民の自主的な
活動にかかる情報についても、積極的な提供を行
います。
　情報提供の場としての閲覧コーナーの充実を図
るとともに、広報紙、ホームページ、ケーブルテ
レビジョンなど、それぞれの広報媒体の特性を生
かした活用と充実を図ります。

　行政が保有する個人情報の適正な取扱いや自己
情報の開示、訂正、削除等の権利保障を徹底する
とともに、市民や事業者にも個人情報の適切な取
扱いを広めていきます。
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第3節　市民参画によるまちづくり

1

2

3

動向と課題体　系

　地方自治の本旨である市民自治を前進させ、
自立のまちづくりを進めるためには、市政への
市民参画と協働が基本です。市民の市政への参
画を促し、市民との協働によるまちづくりに向
けて市民がより主体的に参画できる仕組みをつ
くることが重要です。

　市民の英知とエネルギーを生かしながら、施
策を効果的に実施するためにも、また、今後ま
すます重要となってくる身近な地域レベルのま
ちづくりを進めていく上でも、幅広い市民の参
画と市民との協働が不可欠となってきています。
今後も、参画と協働のあり方について、市民と
ともに議論を深め、実践していく必要があります。

　市民参画と協働により市民本位の市政を推進
する上で、市民のニーズを把握する広聴活動は、
その基礎となります。少子・高齢化、情報化や
国際化の急速な進展などの社会変化に伴い、市
民の市政に関する意見や要望、相談などの内容
は、多岐にわたってきています。それらを市政
に反映させる広聴活動や的確に対応できる相談
業務の充実が求められています。

２　広聴活動の充実

(１) 市民参画の手法の整備と充実

(２) 市民との協働による地域レベルの

　　まちづくりの推進

１　市民参画の推進
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第２章　市民自治が育む自立のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

基本方向

第
２
章

計　画

ぜひ参加したい

あまり参加したくない

できれば参加したい

参加したくない

無回答わからない

「まちづくり計画」への参加意向

平成14年度（2002年度）市民意識調査による

0 20 40 60 80
（％）
100

全体

男性

女性

20代以下

30代

40代

50代

60代

70代以上

2.9％ 29.5％ 17.2％ 9.6％ 38.2％ 2.6％

3.7％ 35.7％ 16.6％ 8.9％ 32.9％ 2.2％

2.2％ 24.5％ 18.2％ 10.3％ 42.1％ 2.7％

3.6％ 27.5％ 17.5％ 9.8％ 40.2％ 1.4％

3.1％ 29.7％ 18.5％ 8.5％ 38.9％ 1.3％

2.0％ 31.5％ 18.4％ 11.7％ 34.8％ 1.6％

2.1％ 28.2％ 16.6％ 8.8％ 42.5％ 1.9％

4.5％ 32.9％ 18.5％ 7.1％ 32.9％ 4.0％

1.7％ 23.4％ 14.3％ 12.6％ 41.7％ 6.3％

　市政への市民参画を促し、市民の意見や要望
を効果的に市政に反映させるシステムづくりを
進め、市民に身近な行政の展開をめざします。

　多様な市民ニーズを的確に把握し、市政に反
映できるよう広聴活動の充実を図るとともに、
市民の生活上の諸問題に多面的に応じることが
できるよう相談業務の充実を図ります。

1　市民参画の推進

2　広聴活動の充実

　(１) 市民参画の手法の整備と充実

　多様な手法により行政への市民参画を進めるた
め、パブリックコメント制度など市民の意見を反
映するための制度の整備を図ります。また、市民、
事業者、行政の役割分担の視点に立ち、市民参画
の下で事業の実施に努めます。さらに、行政評価
を行い、その結果のより分かりやすい公表に努め
ます。

　(２) 市民との協働による地域レベルの

　　 まちづくりの推進

　地域における諸課題の解決に向けた取組の推進
を図るため、市民との協働によるまちづくりシス
テムの構築を進めます。

　市政に対する市民の要望等を施策に反映するた
め、市長との懇談会や定期的な市民意識調査、市
政モニター制度など幅広く市民の意見を聴取する
機会を設け、広聴活動の充実を図ります。また、
市民ニーズの変化に対応できる相談業務の充実を
図ります。
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第1節　すべての子どもが健やかに育つまちづくり

1

3

2

動向と課題

第3章　健康で安心して暮らせるまちづくり

体　系

　少子化が全国的に進む中で、本市においても
出生数は減少傾向にありますが、他市からの転
入が進み人口が増加する中で、一定の子どもの
数は維持されています。このまちで暮らし子ど
もを育てたいと願う市民が、これからも住み続
けることができるよう、今後なおいっそうの子
育て支援施策や福祉施策の充実が求められてい
ます。

　男女が共にあらゆる分野に参画する社会の実
現が求められています。働くことと子どもを育
てることを両立させるための環境を整備し、男女
共同参画の視点に立った施策の充実が必要です。

　少子化や核家族化が進む中で、子どもが育つ
地域コミュニティが希薄化しており、育児の孤
立化を招くとともに、子育てに不安や悩みを抱
える親が増えています。一方で、吹田のまちで
展開されてきた地域での子育て支援の中で、こ
れまで支援を受けていた市民が、子育ての経験
を生かして支援する側にまわるという新しい力
も生まれてきています。このような新しい力を
次の力へとつなぎ、子育て支援の輪を広げてい
くことが大切です。子どもや子育て家庭を取り
巻く環境が大きく変化してきている中で、次代
を担うすべての子どもたち一人ひとりの権利が
尊重され、子どもの最善の利益が保障されるよ
う、関係機関や地域社会も含めた子育て支援の
拡充が必要です。

(１) 総合的な援助システムの確立

(２) 男女共同参画の子育て支援

(３) 子育てを支援する人材の育成

１　子育てを支援し合えるまちづくり

(１) 親と子が共に育つ地域での支援

(２) 仕事と子育ての両立支援の推進

(３) 子育てへの経済的支援

２　地域における子育て支援

(１) 児童虐待の防止

(２) 障害のある子どもの療育体制の充実

(３) ひとり親家庭等で配慮を必要とする

　　家庭への援助

３　配慮を必要とする家庭への支援

(１) 安心・安全なまちづくりの推進

(２) 身近な自然に親しめる環境の整備

４　子どもの視点に立ったまちづくり
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第３章　健康で安心して暮らせるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

3

4

基本方向4

5

6
第
３
章

出生数の推移 住民基本台帳人口及び外国人登録人口による

平成元年
（1989年）

3,800 3,767

3,589

3,429 3,406

3,267 3,303 3,255

3,447 3,405

3,628
3,686

3,629

3,540
3,462

3,327
3,363

3,700

3,600

3,500

3,400

3,300

3,200

3,100

3,000

2,900

（人）

平成2年
（1990年）

平成3年
（1991年）

平成4年
（1992年）

平成5年
（1993年）

平成6年
（1994年）

平成7年
（1995年）

平成8年
（1996年）

平成9年
（1997年）

平成10年
（1998年）

平成11年
（1999年）

平成12年
（2000年）

平成13年
（2001年）

平成14年
（2002年）

平成15年
（2003年）

平成16年
（2004年）

出生数

　「子どもの権利条約」の趣旨を尊重し、子ど
もが健やかに成長・発達する権利及び親が子ど
もを養育する権利と責任がともに実現できるよ
う、家庭や地域社会への援助とそれにかかわる
機関の連携に努め、子育てを支援し合えるまち
づくりを進めます。

　安心して子育てができるよう、地域子育て支
援センター事業の充実や児童会館・児童センタ
ーの活用を図り、地域が連携して子育てを支援
します。また、仕事と子育ての両立支援に向け
た環境の整備に努めます。

　障害のある子どもに対する療育支援を強化す
るため、療育関係機関や地域と連携して、療育
システムの充実を図ります。
　また、配慮を必要とする家庭にとって、子育
てにおける孤独感や不安感、負担感を解消でき
るような環境の整備に努めます。

　子どもの視点に立って、子どもが安心・安全
で健やかに育つことを配慮したまちづくりを進
めるとともに、身近な自然に親しめる環境づく
りに努めます。

　近年、増加しつつある児童虐待への対応は、
緊急かつ重要な課題です。子どもの命や健やか
に育つ権利を守るため、子育てに困難を抱える
家庭に対する援助が必要です。また、障害のあ
る子どもを持つ家庭やひとり親家庭等では、身
体的・精神的・経済的に多様な悩みを抱えなが
ら生活している場合が多くあります。療育シス
テムや援助体制の充実など、福祉施策を拡充し
ていくことが必要です。

　近年、子どもの周辺では、凶悪な事件や重大
な事故が頻発しています。こうした犯罪や事故
に子どもたちが巻き込まれないように、市民と
行政が連携する必要があります。

　子どもたちにとって、遊びや体験の場である
自然が少なくなっており、身近に自然にふれあ
える環境が求められています。
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体　系計　画

227

102
149
478

505

147

261

913

683

195

357

1，235

884

234

438

1，556

依頼会員 援助会員 両方会員

「すいたファミリー・サポート・センター」会員数の推移

児童部データによる

1，800

1，600

1，400

1，200

1，000

800

600

400

200

平成13年度末
（2001年度末）

平成14年度末
（2002年度末）

平成15年度末
（2003年度末）

平成16年度末
（2004年度末）

0

（件）

1　子育てを支援し合えるまちづくり

2　地域における子育て支援

　(１) 総合的な援助システムの確立

　子育てをするすべての家庭に対して、適切な支
援ができるよう、関係機関・団体、行政などの連
携や市民との協働により、子育て支援ネットワー
クの形成など総合的な援助システムの確立に努め
ます｡

　(２) 男女共同参画の子育て支援

　女性に偏りがちな家事や育児の負担、仕事との
両立の困難さなどを解消するために、性別役割分
担意識の解消に向けた啓発を行うとともに、男女
が共に参画し子育てのできる環境の整備に努めま
す。また、子どもを育てる家庭に配慮した職場環
境を整備するよう、事業者へ働きかけます。

　(３) 子育てを支援する人材の育成

　子どもや子育てを支援する新しい力が育つよう、
子育てに関する楽しさや喜びを共有できるような
機会を増やし、支援を受けていた市民が、支援す
る側に回るような、学びや交流の場を設けていき
ます。

　(１) 親と子が共に育つ地域での支援 
　地域の子育て支援の拠点である地域子育て支援
センターでの事業の充実や、児童会館・児童セン
ターの整備と事業の充実を図ります。また、市民
の相互援助活動であるファミリー・サポート・セ
ンター事業を拡充するとともに、子育て中の親子
や子育てサークルが地域で交流し、相談し合える
場の整備に努めるなど、地域における子育て支援
の活動をいっそう充実していきます。　

　(２) 仕事と子育ての両立支援の推進

　子どもたちの豊かな発達に結びつくよう、親の
保育への多様なニーズに対応して、保育の必要な
すべての児童を受け入れるため、保育所や留守家
庭児童育成室の施設整備を進めるとともに、保育
内容の充実に努めます。また、病後児・病児保育
の拡充を進めます。

　(３) 子育てへの経済的支援

　子どもを育てる家庭への経済的支援の充実を国
に要望するとともに、安心して診療が受けられる
よう医療費の公費負担制度の充実に努めます。
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第３章　健康で安心して暮らせるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
３
章

少子化対策で行政が力を入れるべき事柄 平成14年度（2002年度）市民意識調査による

育児がしやすい働き方を認める労働環境の整備

保育所や児童館など児童福祉施設の充実

児童手当など社会保障の充実

子どもを安心して遊ばせられる場所の整備

子育て支援相談窓口などサービスの充実

出産や子育てへの関心理解を深める教育の推進

その他 2.9％

あてはまるものはない

57.2％

50.8％

39.8％

35.0％

30.8％

20.1％

4.3％

0 20 40 60 80
（％）
100

3　配慮を必要とする家庭への支援 4　子どもの視点に立ったまちづくり

　(１) 児童虐待の防止

　児童虐待の未然防止や早期発見と児童や家庭へ
の援助に向け、「児童虐待防止ネットワーク会議」
において、保健、医療、福祉、教育、警察等関係
機関とよりいっそう連携を深め、支援体制の充実
を図ります。また、日常生活の中での見守りなど
地域との連携を深め、社会全体で児童虐待を防止
する環境をつくります。

　(２) 障害のある子どもの療育体制の充実

　障害児療育施設を、障害の種別や年齢にかかわ
りなく必要な療育が受けられる（仮称）療育セン
ターとして機能強化します。民間療育施設や医療
機関、教育センター等と連携しながら、保育所や
幼稚園、学校等への支援を拡充して、療育システ
ムの充実を図ります。
　また、保育所や幼稚園、学校、留守家庭児童育
成室などの必要な環境整備を図ります。

　(３) ひとり親家庭等で配慮を必要とする

　　 家庭への援助

　多様な悩みを抱えながら生活し、援助を必要と
する家庭に対して、個々の生活実態に応じ、関係
機関が連携して、支援する体制の整備を図ります。

　(１) 安心・安全なまちづくりの推進

　子どもを犯罪や事故の被害から守るため、地域
住民や学校、警察等との連携に努め、子どもが安
全で安心して過ごせるよう、地域での見守り体制
の充実を図るとともに、防犯設備等を整備し、生
活環境の安全の確保に努めます。

　(２) 身近な自然に親しめる環境の整備

　子どもが身近な自然に親しみ、植物や小動物と
のふれあい体験が豊かになるよう、公園などの整
備を進め、緑・親水空間などの保全と創造に努め
ます。
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第2節　高齢者の暮らしを支えるまちづくり

1

3

2

動向と課題体　系

　わが国では、平成26年（2014年）には総人
口のおよそ4人に1人が65歳以上になると見込
まれています。本市の状況は、平成12年（2000
年）国勢調査では、65歳以上人口の割合は
12.9％で、府下平均の14.9％と比較すると低
いものの、高齢化の進行、高齢者のいる世帯や
ひとり暮らし世帯数の増加については、府下平
均を上回る速度で進んでいます。また、地域ご
との高齢化の状況に大きな違いがみられます。

　社会の急速な高齢化は、元気に活動する多く
の高齢者の存在とともに、その豊かな経験と知
識を活用した地域づくりへの大きな可能性をも
たらしています。その一方で、75歳以上の後
期高齢者の増加により、寝たきりや認知症など
要介護状態の高齢者が増加しています。また、
家族形態の変化により、高齢ひとり暮らし世帯
や高齢者夫婦のみの世帯が増加し、介護の長期
化や介護者の高齢化など家庭の介護力をめぐる
状況は厳しさを増しています。このような状況
の中、住み慣れた地域で安心して暮らしていけ
るよう、健康の増進や生きがいづくり、福祉・
保健サービスの充実が必要であり、地域住民や
事業者との協働による多様なサービスの提供が
求められています。

　平成12年（2000年）にスタートした介護保
険事業については、要介護認定者や介護保険サ
ービスの利用者が年々増加し、制度の定着が進
んでいますが、住み慣れた地域の中で利用でき
る地域密着型サービスの基盤整備が、介護サー
ビス全体の質の向上とあわせ大きな課題となっ
ています。

(１) 学習機会の充実

(２) 生きがいと交流事業

(３) 就業機会の提供

１　高齢者の社会参加・生きがい事業の推進

(１) サービス提供基盤の整備

(２) サービスの質の向上

(３) 低所得者への対策

３　介護保険サービスの充実

(１) 健康づくりと疾病予防

(２) 介護予防事業と生活支援事業の充実

２　高齢期の健康づくり・介護予防・生活支援
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1

2

3

基本方向

第
３
章

計　画

　高齢になっても尊厳を持ちながら自分らしく
生きがいのある充実した人生を送ることは、市
民共通の願いです。高齢者が健やかに安心して
生活できるまちづくりを進めます。

　高齢者の社会参加や健康づくり、介護予防な
ど高齢者が自発的に参加できる事業を進めます。
また、介護認定の有無にかかわらず家族の状況
などから生活上の援助を必要とする高齢者のた
めの福祉・保健サービスの充実を図ります。

　高齢者が介護を必要とする状態になっても、
地域や家庭での生活を続けることができるよう、
居宅サービスの充実を図るとともに、施設サー
ビスの基盤整備に努め、介護保険事業の円滑な
推進を図ります。

1　高齢者の社会参加・生きがい事業の推進

　(１) 学習機会の充実

　生きがい教室を充実するとともに、生涯学習と
の連携を強め、学習機会を充実します。

　(２) 生きがいと交流事業

　高齢クラブ活動を支援するとともに、高齢者が
自らの経験と知識を地域のまちづくりに生かせる
よう社会参加を推進します。

　(３) 就業機会の提供

　シルバー人材センターによる、就業機会の提供
が充実されるよう支援します。
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居宅サービス受給者数 施設サービス受給者数

介護保険サービス受給者数 福祉保健部データによる

100,000
（人）

80,000

60,000

40,000

20,000

平成12年度
（2000年度）

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

0

11,470

26,814

14,244

38,342

15,226

47,526

15,890

57,038

16,094

38,284

52,586

62,752

72,928

82,436

66,342

2　高齢期の健康づくり・介護予防・生活支援 3　介護保険サービスの充実

　(１) 健康づくりと疾病予防

　健康づくりに関する情報の提供等に努め、高齢
者自らの健康づくりを支援します。また、健康診
査など保健事業を通じ、生活習慣の改善をはじめ
とした疾病予防を進めるとともに、かかりつけ医
を持つなど医療を受けやすい環境づくりを進めま
す。

　(２) 介護予防事業と生活支援事業の充実

　要介護状態となることを予防するために高齢者
やその家族等を身近な地域で支援する介護予防事
業や、住み慣れた地域社会での生活が継続できる
よう支援する生活支援事業など在宅福祉サービス
の充実を図ります。

　(１) サービス提供基盤の整備

　住み慣れた地域の中で、居宅サービスや施設サ
ービスの利用ができるよう、バランスのとれた地
域密着型サービスの基盤の整備を進めます。

　(２) サービスの質の向上

　介護保険サービスの提供などを行う事業者や施
設との連携や情報交換、介護相談員派遣事業によ
る利用者の声の反映などを通じてサービスの向上
に努めます。

　(３) 低所得者への対策

　介護保険サービスを安心して利用できるよう、
低所得者に対する負担軽減を国に要望するととも
に、低所得者の居宅サービス利用に対する利用者
負担額の助成や高齢者の介護保険料の軽減につい
て、その継続に努めます。
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第3節　障害者の暮らしを支えるまちづくり

1

4

2

3

動向と課題

　障害者福祉は、高齢社会への対応や地域福祉
の推進などを基本とし、「個人が尊厳を持って
その人らしい自立した生活を送ることを支える」
という基本理念に基づいて、「社会福祉法」を
はじめとする法律の改正により、それまでの措
置制度から福祉サービスを自ら選択し利用する
支援費制度に移行しました。

　本市における障害者手帳等の所持者数は身体
障害者、知的障害者、精神障害者ともに年々増
加しています。身体障害者手帳の所持者を年齢
構成別にみると、65歳以上が約6割を占め、
障害の種類別でみると、肢体不自由が最も多く、
次に内部障害となっており、いずれも増加傾向
にあります。また、1・2級の重度障害者が半
数を占めるなど重度化の傾向がみられます。一
方、知的障害者では、重度者が約6割を占めて
います。

　本市では、平成8年（1996年）に策定した「障
害者計画」に基づき、社会情勢の変化や障害者
のニーズに対応したさまざまな施策を進めてき
ました。少子・高齢化の進行を反映して、障害
者の家庭でも、家族数の減少や主に介護を担っ
ている親の高齢化が顕著になり、家庭での介護
力が低下しています。これまでの家族介護に代
わる居宅支援サービス等のよりいっそうの充実
が求められています。
　障害の状況や年齢などによりニーズが異なる
ことから、障害福祉施策を障害者一人ひとりの
ニーズに添えるきめ細かなものにしていくため
には、サービスの質の向上とサービス基盤の整
備が必要となっています。また、精神障害者及
び難病患者に対する福祉サービスの充実も課題
となっています。

　障害者の自立と社会参加の重要な柱である雇
用の確保については、企業への啓発なども含め
て有効な施策の検討が必要となっています。

(１) 学習機会の充実

(２) 雇用・就労への支援

(１) 地域生活支援施策の充実

(２) 日中活動の場の整備

(３) 自立生活への支援の充実

(４) 障害者の保健・医療サービスの充実

(５) 福祉人材養成と研修の充実

２　障害者の社会参加と就労支援

(１) 療育システム等の充実

(２) 障害に配慮した教育等の充実

４　障害者の療育・教育の充実

(１) 啓発と交流の推進

(２) コミュニケーションサービスの充実

１　共に生きる社会づくり

３　障害者を支える福祉・保健・
　　医療サービスの充実

体　系
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3

基本方向 体　系計　画

　「第2期障害者計画」に基づき、障害者が社
会の一員としてあらゆる分野に参加し、生きが
いを持って人生を送れるよう、障害者の人権を
保障し発展させ、ノーマライゼーションの理念
を実現する平等な社会づくりを進めます。

　障害者が地域で安心して暮らせるよう、障害
や障害者への理解を深めるための啓発に努める
とともに、ボランティア活動の振興などを通じ
て誰もが障害者を支えることができる地域社会
づくりを進めます。

　障害者のライフサイクルの各段階やニーズに
応じたきめ細かな福祉施策を推進します。また、
社会参加や就労への支援を強化するなど総合的
な施策を推進します。

2　障害者の社会参加と就労支援

1　共に生きる社会づくり

　(１) 啓発と交流の推進

　障害者が地域で安心して暮らせるよう地域交流
の機会を増やすとともに、保健所や医療機関など
と連携し、精神障害者や難病患者に対する市民の
理解を深めるための啓発に努めます。

　(２) コミュニケーションサービスの充実

　視覚障害者や聴覚障害者のコミュニケーション
手段の確保を図るために、点訳奉仕員や手話通訳
者等の人材の養成に努めるとともに、聴覚障害者
に対する手話通訳員派遣事業の充実に努めます。
　また、障害者の情報活用能力の向上を図るため
の講習会の開催や、市の情報提供のあり方を検討
します。

　(１) 学習機会の充実

　障害者施設や社会教育施設において、障害者の
生活力や生きがいを高めるための学習機会の充実
に努めます。また、図書館等において、視覚障害
者や聴覚障害者の利用を促進するための資料の整
備やサービスの充実に努めます。

　(２) 雇用・就労への支援

　市自らが障害者雇用率の目標数値（3.0％）の
達成を図るとともに、市民や企業に対し、障害者
雇用についての啓発に努めます。また、企業での
障害者雇用を促進するために、助成制度の継続に
努めます。
　さらに、障害者の雇用の促進と職業の安定を図
るため、障害者就業・生活支援センターを核とし
た就労支援ネットワークの充実を図るとともに、
障害者の適性や能力、ニーズに対応できる就労の
場の検討や就労支援施策についての研究・検討を
行います。
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4　障害者の療育・教育の充実

障害者手帳等の所持者数の推移 福祉保健部データによる

平成12年度
（2000年度）

身体 療育 身体 療育 身体 療育 精神 身体 療育 精神 身体 療育 精神
平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

10,000

2,000

4,000

6,000

8,000

0

（人）

身体：身体障害者手帳所持者数 うち65歳以上
療育：療育手帳所持者数
精神：精神障害者保健福祉手帳所持者数

注）精神障害者保健福祉の事務については、
　　平成14年度（2002年度）から市所管
　　となった

7,361

3,932
4,321

4,650

5,426
5,986

7,839
8,246

9,270

1,4491,4121,3611,292

10,026

1,566
918744558

　(１) 地域生活支援施策の充実

　すべての障害者が地域で安心して、自立して暮
らせるよう、ヘルパー派遣、ショートステイ、デ
イサービスなどの地域生活を支えるサービス基盤
の整備とその充実に努めます。

　(２) 日中活動の場の整備

　施設での作業等を通して一般就労につなぐとと
もに、福祉的就労の場として、生きがいや社会参
加の場ともなっている授産施設や作業所などの通
所型施設のあり方を検討し、必要な整備と助成に
努めます。

　(３) 自立生活への支援の充実

　福祉手当等の支給により本人や家族の経済的負
担の軽減を図るとともに、就労支援施策等の充実
とあわせて総合的な支援により経済的自立を図り、
地域で安心して、自立して暮らせるよう支援します。

　(４) 障害者の保健・医療サービスの充実

　障害の原因となる疾病等の予防や早期発見、早
期治療の推進を図り、障害の軽減や、重度化、二
次障害等の防止を図ります。
　また、医療の必要な障害者が、安心して適切な治
療を受けられるよう、医療体制の整備に努めると
ともに、医療費の公費負担制度の継続に努めます。

　(５) 福祉人材養成と研修の充実

　ホームヘルパーやガイドヘルパー、手話通訳者
等の専門職員の養成研修の充実に努めます。また、
サービス内容の向上を図るために、事業担当者の
研修の充実を図ります。

　(１) 療育システム等の充実

　障害のある子どもが必要な療育を受けられるよ
う（仮称）療育センターを整備し、療育システム
の充実を図ります。
　学齢期以降の障害児童の放課後活動等を支える
ため、保護者の就労支援を目的とした市民による
自主的な活動を支援するとともに、障害児童が地
域において活動する機会の充実に努めます。

　(２) 障害に配慮した教育等の充実

　「共に学び、共に育つ」教育を基本に、障害の
ある児童・生徒一人ひとりの状況に応じた教育に
努めます。また、障害のある児童と障害のない児
童が相互に理解を深めるための交流を促進します。

3　障害者を支える福祉・保健・
　　医療サービスの充実

59



1

2

3

動向と課題

第4節　地域での暮らしを支えるまちづくり

体　系

　平成12年（2000年）に全面改正された「社
会福祉法」において、「地域福祉の推進」が社
会福祉の柱として位置づけられ、市町村地域福
祉計画の策定についての規定が設けられました。
これを受けて本市でも、平成18年度（2006年
度）を計画初年度とする「地域福祉計画」を策
定しました。

　多くの市民は住み慣れた地域で、安心して自
立した暮らしを続けたいと願っています。また、
自らの趣味を楽しみ、さまざまな社会活動に参
加し、充実した毎日を過ごしたいと願っていま
す。しかし、長引く経済の停滞は、市民の生活
基盤を不安定にしており、家族形態の変化や都
市環境の変化等もあいまって、老後の生活不安
や介護の問題、障害者が直面する問題など、ひ
とりで解決できない困難な課題が市民生活に広
がっています。
　市民の個別的で多様な生活課題を解決してい
くためには、生活の場を基本にきめ細かな施策
を総合的に展開する必要があります。特に、高
齢者や障害者、子育て中の人などに対しては、
身近な場所での総合的な相談と援助とともに、
社会生活を営む上で基盤となる住宅の整備やま
ちのバリアフリー化などが求められています。

　本市では、コミュニティプラザと地域保健福
祉センターで構成されるコミュニティセンター
2か所を整備し、コミュニティ活動の促進を図
るとともに、地域福祉の拠点施設として、高齢
者と障害者、その家族を対象に総合的な相談や
援助の実施と、福祉、保健、医療の関係機関・
団体等との連携を深め、ネットワークの形成に
努めてきました。
　今後、地域福祉の拠点施設の整備について、
その役割の充実や機能の見直しなど総合的な検
討を行い、進めていく必要があります。

(１) 地域福祉の総合的な推進

(２) 地域福祉の拠点、相談・支援体制の整備

(３) 支え合いのネットワークの整備

(４) 自主避難困難者に対する災害時の支援

(５) 地域福祉活動促進のための環境整備と支援

(１) 福祉のまちづくりの推進

(２) 暮らしやすい住まいの確保

(３) 移動への支援

３　生活環境の整備

２　福祉サービス利用者への支援

１　住み慣れた地域での生活を支える
　　地域福祉の充実
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4

基本方向　本市の地域福祉活動は、社会福祉協議会地区
福祉委員会や民生委員・児童委員、自治会、ボ
ランティア、ＮＰＯなど多様な主体により、高
齢者等の見守りや昼食会、子育てサロンなどさ
まざまな活動が全地域で広がっています。災害
時の支え合いなども含め、地域の支え合いの仕
組みづくりをさらに進めるため、多くの市民の
参加を促し、活動内容の充実や団体相互の連携
強化を図ることが求められています。
　今後、地域福祉の役割がますます重要となる
中で、「社会福祉法」において地域福祉推進の
中核的組織として位置づけられている社会福祉
協議会について、組織の強化と機能の充実が求
められています。

　サービス事業者との契約により、福祉サービ
スを自分で選んで利用する仕組みが広がる中で、
必要なサービスの利用が困難になっている認知
症高齢者などに対し、地域において自立した生
活ができるよう、福祉サービスの適切な利用を
援助し、その権利を擁護する必要があります。
　また、福祉・保健サービスに関する苦情への
公正・中立で迅速な処理や、安心してサービス
を利用できるためのサービスの質の確保が求め
られています。

　「地域福祉計画」に基づき、地域福祉の総合
的な推進を図るとともに、地域福祉の拠点施設
として、地域保健福祉センターの機能を見直し
整備します。さらに、身近な地域の相談支援窓
口について、既存福祉施設の配置状況等を考慮
し、整備に努めます。

　市民による自主的な地域福祉活動が育つよう、
地域住民の参加を促進するとともに、環境整備
と支援に努めます。また、関係機関・団体、地
域住民等の自主的な活動との連携を強め、援助
を必要とする人たちに対する支え合いのネット
ワークの整備を図ります。

　判断能力が十分でない高齢者や障害者等に対
し、福祉サービス等の適正な利用を援助し、そ
の権利擁護に努めます。
　また、福祉・保健サービスに関する苦情相談
に対応し公正・中立な処理を進めるとともに、
サービスの質の確保を図ります。

　すべての市民が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるよう、まちのバリアフリー化の
推進とともに、住宅の確保や移動手段の整備な
ど生活環境の整備に努めます。
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体　系計　画

1　住み慣れた地域での生活を支える
　　地域福祉の充実

　(１) 地域福祉の総合的な推進

　「地域福祉計画」に基づき、地域福祉推進体制
を充実させ、関連する計画や施策との整合を図り
ながら、地域との協働により地域福祉の総合的な
推進を図ります。
　また、援助を必要とする市民が安心して暮らす
ことができるよう、原子爆弾被爆者二世への援助
をはじめ、きめ細かな福祉施策の推進に努めます。

　(２) 地域福祉の拠点、相談・支援体制の整備

　地域福祉の拠点として、地域保健福祉センター
を、既存施設の活用も含め、地域ごとの高齢化の
進行状況に配慮しながら計画的に整備し、行政の
支援機能の充実を図ります。
　また、身近な地域福祉の相談・支援窓口を、地
域の福祉関係施設への併設等も含め計画的に整備
します。
　さらに、地域福祉及び地域福祉活動推進の拠点
施設として、総合福祉会館の機能の充実を図ります。

　(３) 支え合いのネットワークの整備

　地域ケア会議の開催などを通じ、福祉や保健、
医療等の専門機関やサービス事業者との連携を図
り、地域ケア体制を充実します。また、地域の相
談・支援窓口や各種支援センター等の相談員やケ
アマネジャー、民生委員・児童委員、ボランティ
ア、ＮＰＯ等と情報の共有化を図りながら、連携
を強め、援助を必要とする人の発見や見守り、援
助活動を推進し、地域と行政、専門機関等の協働
による支え合いのネットワークの整備を進めます。

　(４) 自主避難困難者に対する災害時の支援

　大規模災害に備え、自主避難が困難な高齢者や
障害者等を支援するため、近隣住民や地域の自主
防災組織、ボランティア等との連携・協力の下に
安否の確認や避難誘導を行う仕組みの整備を進め
ます。

　(５) 地域福祉活動促進のための環境整備と支援

　地域福祉活動への市民の参加を促進するととも
に、地域団体やボランティア、ＮＰＯ等による多
様な福祉活動が育ち継続して行われるよう、情報
の提供や活動場所の整備など支援します。また、
ボランティア活動を活性化するため、ボランティ
アセンター（社会福祉協議会）やボランティア・
ＮＰＯの支援センターに対し支援するとともに、
社会福祉協議会の組織の強化と機能の充実を図る
ための支援を行います。
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地域包括
支援センター

保育所 保健センター

保健所

医療機関・薬局

障害者施設

共同作業所

子どもへの支援 中学校区・ブロック

全市的

身近な地域
（自治会・小学校区）

障害のある人への支援
高齢者への支援

地域子育て
支援センター
（保育所）

在宅介護
支援センター

地域生活
支援センター

社会福祉協議会
（コミュニティ

ソーシャルワーカー）

地区福祉委員会
地区福祉委員

支援を
要する人

NPO
ボランティア

民生委員
児童委員

（地区委員会）

地域福祉
活動団体

地域の住民
（となり近所） 当事者組織

地域保健福祉センター

吹田市保健福祉・児童に関する
行政施策、支援

地域ケア会議
ブロック別会議

幼稚園・学校

児童養護施設等

高齢者施設

留守家庭
児童育成室

子ども
家庭センター

居宅サービス
事業者

その他の
社会福祉施設

ボランティアセンター
（社会福祉協議会）

居宅サービス
事業者

居宅介護支援
事業者

（ケアマネージャー）

ファミリー・
サポート・センター

相談・支援体制のネットワーク

3　生活環境の整備2　福祉サービス利用者への支援

　地域の関係機関・団体と連携しながら、成年後
見制度や社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護
事業の普及に努め、福祉サービス等を利用する上
で判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害
者、精神障害者などの福祉サービスの利用を支援
します。
　また、市の行う福祉・保健サービスに係る市民
の苦情を公正・中立な立場で迅速に処理するため、
福祉オンブズパーソン（福祉保健サービス苦情調
整委員）制度の普及に努めます。
　さらに、市民が安心してサービスを選択し利用
できるよう、サービス提供事業者とも連携してサ
ービスの質の確保を図ります。

　(１) 福祉のまちづくりの推進

　駅舎を中心とした交通経路のバリアフリー化を
進めるなど福祉のまちづくりを推進します。

　(２) 暮らしやすい住まいの確保

　高齢者や重度障害者等に対し、住宅のバリアフ
リー化を支援するとともに、高齢者向け住宅や障
害者のグループホームなど、高齢者や障害者が暮
らしやすい住宅の整備を促進します。

　(３) 移動への支援

　一般の交通機関の利用が困難な高齢者や障害者
などに対し、医療機関等への送迎や社会参加を促
進するための外出支援について、そのあり方も含
め検討します。
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1

2

基本方向

体　系計　画

第5節　生活を支える社会保障の充実

1

2

動向と課題

体　系

　憲法に保障された健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を保障するとともに、対象とな
る世帯に応じたさまざまな自立支援の推進に努
めます。

　高齢社会を迎えて医療保険・公的年金制度は、
市民の健康と生活の安定に欠かせないものとな
っています。国の制度改革の動向をみながら、
市民がより豊かな生活を営むため可能な限り各
機関と連携を図り支援に努めます。

1　低所得者福祉

2　社会保障制度（国民健康保険・国民年金）

　(１) 生活保護等の充実

　健康で文化的な生活が維持できる生活保護基準
の改定を国に要望します。また、緊急時等の生活
支援に努めます。

　(２) 援助体制の充実

　面接相談体制や援助体制を充実し、地域の民生
委員・児童委員とも協力して対象家庭の多様な相
談やニーズに対応していきます。

　(１) 制度改善の要望

　国民健康保険については、保険財政の基盤強化
や安定的で持続可能な医療保険制度の改革を国に
要望します。また、国民健康保険と国民年金の給
付の充実などについても国に要望します。

　(２) 情報提供と相談機能の充実

　国民健康保険や国民年金の対象となる市民が、
これらの制度に対して正しい認識と理解を持つこ
とができるよう、制度の周知、関連情報の提供、
相談機能の充実に努めます。

　全国的に生活保護世帯が急増しており、本市
においても急激に増加している状況です。倒産
やリストラ等による失業に起因して、仕送りや
収入の減少により、高齢、ひとり親、傷病、障
害等すべての要援護世帯が増加しています。こ
れらの世帯が抱える問題には、経済的な援助は
もとより、福祉、保健、医療をはじめとするさ
まざまな分野の施策が必要です。関係機関との
協力の下に、さまざまな施策を活用し、個々の
世帯の実情に応じたきめ細かな対応がよりいっ
そう重要となっています。

　医療保険・公的年金制度は、傷病の治療や老
齢に伴う所得の減少に備えるための社会保障制
度であり、国民生活を支える重要な柱です。国
民健康保険・国民年金制度は基本的には国の制
度であり、国は高齢社会を迎えて、制度改革を
進めています。

(１) 生活保護等の充実

(２) 援助体制の充実

１　低所得者福祉

(１) 制度改善の要望

(２) 情報提供と相談機能の充実

２　社会保障制度（国民健康保険・国民年金）
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第6節　健康な暮らしを支えるまちづくり

体　系

　生活環境の改善や医学の進歩により、平均寿
命が急速に伸びる中、高齢期を健やかで心豊か
に過ごすことができるよう、積極的な健康づく
りに取り組むことが必要となっています。
　国は、平成12年度（2000年度）に「健康日
本21」を策定し、大阪府は、平成13年度（2001
年度）に「健康おおさか21」、さらに平成14
年度（2002年度）には「健康おおさか21吹田
保健所圏域計画」を策定しました。また、平成
15年（2003年）5月には「健康増進法」が施
行されました。
　本市においても、「健康づくり都市宣言」の
趣旨を踏まえ、「健康すいた21」をはじめ、「高
齢者保健福祉計画」「次世代育成支援行動計画」
等に基づき、幅広い健康づくりに取り組むこと
が求められています。

　心身の健康の保持・増進は、栄養、運動、休
養のバランスがとれた生活習慣の確立が基本で
あり、自己の健康状態の正しい認識と自己管理
は生活習慣病予防の原点でもあります。
　そのため、市民が自己の健康状態を把握し、
主体的に日常生活の中でさまざまな健康づくり
活動が行えるように多彩なメニューを用意し、
また必要な情報を提供するシステムが必要です。

　保健事業においては、乳幼児期から高齢期に
至るまで、身近な地域での取組の推進が必要に
なっています。事業の推進にあたっては、生活
習慣病予防や介護予防、子育て支援を重視し、福
祉、医療とも連携した取組が求められています。

　若年者を含む幅広い年齢層で、自殺やうつ・
うつ状態の人が増えています。高齢者において
は、認知症への対応が介護者にとっても大きな
問題となっています。また、子育ての不安や負
担から、心のバランスを失っている保護者も増
えています。精神障害者の自立の問題も含め、
症状の正しい理解やその予防などについて、医療、
保健、福祉が連携した取組が求められています。

　国際的に広がる新たな感染症や、食中毒の発
生などにみられるように、市民の健康を脅かす
さまざまな事象が起きています。これらに対し、
保健所と連携し、迅速に対応することが求めら
れています。

　本市は、医療機関が整備された環境にありま
すが、近年の小児科医の確保困難等もあり、休
日・夜間の初期救急、入院の必要な二次救急体
制の整備が課題となっています。

　高齢化と生活習慣病等の慢性疾患を中心とし
た疾病構造の変化に伴い、受診者数が増加する
一方で、医療機器や医療技術の進歩により高度
医療への市民の期待も増大しています。
　市民病院においても、外来患者の待ち時間の
短縮や接遇の改善によるサービスの向上などに
加え、高度化する医療への市民の期待に応えた
医療技術の充実を図ることが求められています。

(１) 母子保健

(２) 成人保健

(３) 高齢者保健

(４) 歯科保健

(５) 心の健康づくり

(６) 健康危機管理

(７) 地域ケア体制

(１) 救急医療体制の整備

(２) 地域での暮らしを支える医療

(３) 地域医療連携体制の整備

３　地域医療体制の整備

１　健康づくりの推進

２　保健事業の推進
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基本方向 体　系計　画

　市民一人ひとりが日常生活の中で気軽に健康
づくりに取り組めるよう、関係機関・団体と連
携し、情報提供をはじめ環境づくりに努めます。

　生活習慣病予防や介護予防、子育て支援を重
視した保健事業に取り組みます。また、精神的
な面で問題を抱える市民への支援や、新たな感
染症等には、保健所との連携の下、その対応を
進めます。

　休日・夜間の初期救急、入院の必要な二次救
急体制の整備に努めます。

　病気の治療だけでなく、健康づくりや子育て、
介護に関する身近な相談相手として、かかりつ
け医の定着を関係機関との連携の下に進めます。

　地域に集積している医療機関の連携を深め、
市民が安心して医療を受けることができる地域
医療体制の整備に努めます。また、市民病院に
ついては、公的病院としての役割を果たすとと
もに、地域の急性期医療機関として患者サービ
スの向上等に努めます。

1　健康づくりの推進

2　保健事業の推進

　健康づくり推進事業団とともに、地域での健康
づくりに関する情報を一元化し、提供します。ま
た、健康づくりについての啓発と、市民のニーズ
に応じた多彩なプログラムの提供に努めます。さ
らに、スポーツ振興事業など生涯学習事業と保健
事業との連携に努め、効果的な事業の推進を図り
ます。

　

　(１) 母子保健

　市民のニーズに応じた母子保健事業の実施に努
め、特に、児童虐待については、健康診査や育児
相談、訪問指導等を通じ、その予防と早期発見に
努めます。また、かかりつけ医や子育て支援事業
等と連携しきめ細かな支援に努めます。

　(２) 成人保健

　生活習慣病予防に向け、健康診査や事後指導、
健康教育等において、個人の状況に応じた支援に
努めます。また、市民が主体性を持って、食生活
の改善、たばこ対策、運動・身体活動の習慣化等
に取り組めるよう、関係機関と連携して多彩な情
報の提供に努めます。

　(３) 高齢者保健

　高齢者の年齢に応じた生活習慣の改善や疾病予
防に努めます。また、生活機能の低下を早期に発
見し、健康教育や訪問指導、地域参加型機能訓練
事業などの介護予防に寄与する事業の実施に努め
ます。

　(４) 歯科保健

　年代に応じた予防的な歯科保健事業を実施しま
す。また、高齢者、障害者に対し、口腔ケアを含
む効果的な歯科保健サービスを実施します。
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第３章　健康で安心して暮らせるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
３
章

総数
2,004人

悪性新生物
725人

心疾患
258人

肺炎
210人

その他
345人

脳血管疾患
166人

肝疾患　47人

糖尿病　34人

老衰　20人
高血圧性疾患　15人

結核　4人

自殺　70人

腎不全　57人

不慮の事故　53人

主要死因別死亡者数（平成16年（2004年））

吹田保健所データによる

異常を認めず 要指導 要医療

基本健康診査の実施状況 福祉保健部データによる

100,000
（人）

80,000

60,000

40,000

25,261

15,196

11,289

26,854

15,950

12,131

29,725

16,680

13,391

30,912

17,539

14,991

30,923

16,892

15,68251,746
54,935 59,796 63,442 63,497

20,000

平成12年度
（2000年度）

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

0

3　地域医療体制の整備　(５) 心の健康づくり

　ストレスへの対応やうつ・うつ状態、認知症の
予防のための正しい知識の普及・啓発や生活支援
に努めます。心のバランスを失い、子育てに支障
をきたしている保護者には、訪問等を通じ、育児
支援事業や在宅福祉サービスの利用につなぐ等、
保健、医療、福祉の連携の下、支援に努めます。
また、関係機関と連携し、精神疾患への市民の理
解を深めるための啓発に努めます。

　(６) 健康危機管理

　感染症や食中毒など、市民の健康を脅かすさま
ざまな事象に対し、その予防についての正しい知
識の普及や情報の提供に努めます。また、保健所
や医療機関と連携し、発生時における迅速な対応
に努めます。

　(７) 地域ケア体制

　市民の身近な場所での事業実施と、地域での保
健活動を通じ、市民の健康状態や地域の状況を把
握し、福祉、医療との連携を深め、地域ケア体制
の整備に努めます。また、地域住民、民生委員・
児童委員、地区福祉委員、自治会、ボランティア
等と連携しネットワークづくりを進めます。

　(１) 救急医療体制の整備

　大阪府の保健医療計画に沿って、府や隣接各市、
関係医療機関との協力を強め、府の救急医療情報
ネットワークにより救急搬送の円滑化を図るとと
もに、本市の実情を踏まえた救急医療体制の整備
を進めます。

　(２) 地域での暮らしを支える医療

　関係機関に働きかけ、かかりつけ医を定着させ
るとともに、地域の医療、保健、福祉のネットワ
ークづくりに努めます。

　(３) 地域医療連携体制の整備

　病院間、病院と診療所、診療所間の連携を深め、
適時に適切な医療を受けることができる地域医療
体制の整備に努めます。また、市民病院について
は、地域の急性期医療機関として、他の医療機関
との連携を進め、地域医療の水準向上に貢献する
高度で良質な医療、安心・安全な医療の提供に努
めるとともに、中長期の視野に立った経営改善を
進め、経営基盤の確立に努めます。
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第1節　学ぶ意欲と主体性を育てるまちづくり

1

2

体　系 動向と課題

第4章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

１　教育内容の充実

学校教育

(１) 園児の笑顔に出会える教育の展開

(２) 学ぶ楽しさを実感できる教育の展開

(３) 心豊かな児童・生徒の育成

(４) 健康な児童・生徒の育成

(５) 障害に配慮した教育の充実

(６) 国際化・情報化社会に対応した

　　教育の展開

(７) 高等学校等への進路指導の充実

(１) 教育施設等の充実

(２) 教職員研修・教育相談の充実

(３) 就学・就園の奨励・援助

２　教育環境の充実

３　地域に開かれた学校づくりの展開

青少年育成

４　青少年の居場所づくり

(１) 青少年拠点施設等の整備・充実

(２) 学校施設等を活用した事業の推進

(３) 非行防止など環境の整備

(１) 青少年育成事業の推進

(２) 指導者の養成

(３) 活動機会の提供

５　青少年の仲間づくり

(１) 地域ぐるみの子育て支援

(２) 相談体制の充実

(３) 家庭、学校、地域が一体となった

　　青少年の育成

(４) 青少年団体等の育成

６　青少年を育てる家庭・地域づくり

学校教育

　本市の学校教育は、憲法と教育基本法をはじ
めとする教育諸法令等に基づき、人格の完成を
めざし平和的・民主的な国家・社会の形成者と
して心身ともに健康な国民の育成を期して行っ
てきました。
　しかし、価値観の多様化、少子・高齢化、情
報化、地域社会の変容などが同時に進行する中
で、人間関係の希薄化や生活体験の不足、人や
命に対する感性の欠如など、子どもや子育ての
基盤である家庭を取り巻く環境は大きく変化し
ており、子どもの豊かな人間性を育む上で大き
な影響を及ぼしています。また、子どもたちの
命を脅かす事件も多発しています。学校教育に
おいては、幼稚園や保育園から小学校へ、小学
校から中学校へと進むことによる環境の変化に
適応できない子どもがいるなど、依然として、
いじめや不登校、問題行動などさまざまな問題
が生じています。また、地域の人口の変動や学
級編制基準の見直しに伴う教育環境の整備も課
題となっています。

　学校教育においては、義務教育9年間を見通し、
すべての教育活動を通じて豊かな心を育てる教
育を重視し、情操教育、人権教育、福祉教育、
体験重視の教育、自然環境の愛護など、人間と
してのあり方や生き方についての教育を充実さ
せる必要があります。また、学習指導において
は、学習指導要領の趣旨を踏まえ、基礎・基本
を確実に身につけ、それを基に自分で課題を見
つけ、自ら学び、自ら考える力などの「確かな
学力」を育成することが必要です。
　また、健康の保持・増進にかかわる能力や態
度を育み、生涯にわたって運動やスポーツに取
り組むことができる素地を培うとともに、健康
に関心が持てるようにすることが必要です。
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第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

4

5

6

3

第
４
章

児童人口の推移 住民基本台帳人口による

平成元年
（1989年）

90，000

17,391

15,571

28,120

24,511

16,961

14,802

26,760

23,133

16,132

14,096

25,573

21,941

14,879

13,551

24,413

20,995

14,166

12,819

23,374

20,013

13,524

12,167

22,317

19,245

13,137

11,946

21,453

19,326

12,538

11,678

20,675

19,535

11,958

11,306

19,917

19,960

11,701

10,848

19,469

20,468

11,427

10,438

19,345

21,150

11,183

10,190

19,323

21,531

10,795

9,829

19,576

21,597

10,363

9,582

19,732

21,615

10,105

9,331

20,181

21,496

9,696

9,305

20,519

21,399

9,462

9,336

21,012

20,773

85,593
81,656

77,742
73,838

70,372
65,862 64,426 63,141 62,486 62,360 62,227 61,797 61,292 61,113 60,919 60,583

80，000

70，000
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（1994年）
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（1995年）

平成8年
（1996年）

平成9年
（1997年）

平成10年
（1998年）

平成11年
（1999年）

平成12年
（2000年）

平成13年
（2001年）

平成14年
（2002年）

平成15年
（2003年）

平成16年
（2004年）

平成17年
（2005年）

15～17歳12～14歳6～11歳0～5歳

67,253

　子どもたちの健やかな成長は、すべての人び
との変わらぬ願いです。完全学校週5日制の下、
学校は子どもたちの学びと育ちを豊かなものに
するため、地域との連携をより密にし、地域と
ともに歩む教育の創造に努める必要があります。
また、直面する教育課題を踏まえ、家庭とのい
っそうの連携を図り、家庭の教育力向上のため、
保護者への支援や意識啓発に努めることが大切
です。

　都市化や核家族化の進行は、人間関係の希薄
化を招き、地域社会や家庭が持つ教育力を低下
させています。また、受験競争の激化や塾通い
なども一因となり、青少年の地域活動や社会参
加の機会が少なくなっています。近年、青少年
の生活には、時間的ゆとりが失われるとともに、
遊びの場が屋外から屋内へ、遊び仲間は近隣の
異年齢集団から学校等の限られた範囲へと変化
してきています。また、高度情報化などで、生
活の利便性は拡大している一方、心の豊かさが
見失われがちです。
　現代の青少年は、自由で多様な生き方を身に
つけている半面、規範意識や倫理意識が低下し
ていると指摘されています。さらに、自然体験
やさまざまな生活体験の機会の不足などにより、
コミュニケーション能力の低下や人間関係など
でストレスを感じている青少年が増えています。

　豊かな人間関係は、思いを伝え、受け入れ、
共有し合うことで相互の理解が深まり、相手に
もっとかかわりたいという思いが高まっていく
過程でつくられます。青少年が健やかに育つに
は、さまざまな活動に積極的に参加するなど、多
くの人との出会いや交流を通じての人間関係を
つくり、自らの可能性を伸ばすことが重要です。
　文化・スポーツ施設などの整備をはじめ、青
少年が自由に集い、安全に遊び、活動し、年長
者や大人に気軽に悩みなどの相談ができ、年少
者に対しては、異年齢集団の中での遊びや活動
を通じて交流ができる場を提供する必要があり
ます。

　家庭と地域社会とのかかわり合いの希薄化か
ら、子育てが孤立化し、隣近所といった身近な
地域社会の中に、自然な形であった子育てにつ
いての相談や情報交換の場が少なくなっています。
また、日常生活で、親との会話やふれあいが少
なく、家庭の教育機能の低下がうかがえます。
　地域における連帯意識を高め、青少年の成長
を支える多様な人間関係を形成するなど、地域
社会で青少年の健全育成に取り組む必要があり
ます。

青少年育成
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基本方向

1

8

9

10

2

3

4

5

6

7

学校教育

青少年育成

　学校教育を生涯学習の基礎として位置づけ、
新しい時代の変化に主体的に対応できる園児・
児童・生徒の育成をめざします。

　幼稚園における異年齢児学級保育や小中一貫
教育等、未来を拓く子どもたちがいきいきと過
ごせる学校体制づくりをめざします。

　子どもたちの個性を重視し、基礎・基本を確
実に身につけ、それを基に、自ら課題を見つけ、
自ら考え、よりよく問題を解決する力や健康と
体力など「生きる力」の育成に努めます。

　心豊かな子どもの育成のため、男女共同参画
の視点を入れながら、道徳・人権教育等で自尊
感情を育むとともに、多様な個性や価値観を認
め合い、他者を思いやる人権感覚豊かな人間性
を培う教育を推進します。

　障害等を有する児童・生徒が、社会参加や自
立の達成を図ることができるよう医療、福祉等
の関係機関との連携を図り、障害の種別と程度
に応じた教育の充実や、よりきめ細かな教育環
境の整備を図ります。

　国際性豊かな児童・生徒の育成をめざすとと
もに、帰国児童・生徒や在日外国人児童・生徒、
新たに来日した児童・生徒に対する教育環境の
充実と国際理解を深める教育の充実を図ります。
また、高度情報通信社会に対応できるよう、児
童・生徒の情報活用能力の向上を図ります。

　学校の教育活動、施設整備の両面で地域に開
かれた学校づくりを行います。
　各学校がこれまでの学校運営を自主的に点検
し、改善を図り、学校運営の透明性や機動性の
確保に努めるとともに、地域の持つ教育力を積
極的に活用し、地域と協働する中でよりよい学
校運営の確立を図ります。

　文化・スポーツ活動、自然体験、遊びなど、
地域における青少年の積極的な活動を推進する
ために、青少年を取り巻く環境や活動の場（居
場所）を整えることにより、青少年の自主的な
活動を支援します。

　青少年同士のふれあいや社会のさまざまな人
とかかわりを持つ機会を提供することにより、
集団の中での役割を自覚し、仲間づくりの大切
さや社会性を身につけることができるよう支援
します。

　子育ての悩みを解消するとともに、青少年に
関する相談体制を充実するなど、家庭はもとよ
り、地域で子育てを支援する基盤の整備に取り
組みます。
　また、青少年の健全育成に取り組めるよう、
地域の共有財産である「学校」を核として、家
庭、学校、地域が一体となって教育についての
課題の共有化を図り、解決に向けて協働します。
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計　画

1　教育内容の充実

第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
４
章

学校教育

　(１) 園児の笑顔に出会える教育の展開

　幼児一人ひとりの発達の姿を把握し、適切で柔
軟な教育活動ができる指導方法の充実に努めます。
　市立幼稚園の異年齢児学級保育をはじめ、多様
な人とのかかわりを大切にし、豊かな人間関係の
構築をめざします。
　市立・私立幼稚園が協調し、「幼稚園教育振興
計画」に基づき、教育環境の整備を進めます。
　幼稚園、保育所などの幼児教育関係者の研究・
研修・交流活動の充実や、小学校との連携を密に
し、保護者への情報提供と相談体制の整備を進め、
地域の幼児教育のセンター的な役割が果たせる幼
稚園の実現に努めます。

　(２) 学ぶ楽しさを実感できる教育の展開

　児童・生徒の学力実態を把握し、基礎的・基本
的な学習内容の定着をはじめ、「確かな学力」の
育成に努めます。
　一人ひとりの個性や特性に応じた「わかる」「楽
しい」授業づくりを進めるとともに、児童・生徒
の主体的な活動を生かした教育を進めます。
　小中学校の緊密な連携の下、義務教育9年間を
見通した一貫性と継続性のある指導により、夢を
持って将来について考え、積極的に自己を生かし
ていくことができる児童・生徒の育成に努めます。
　学校図書館の「学習情報センター」「読書セン
ター」としての機能を活用し、児童・生徒の意欲
的な学習活動や読書活動の充実に努めます。
　環境や福祉に対する理解や実践力を育成するた
め、自然体験やボランティア活動等の社会体験を
はじめ、観察・実験・調査見学・学習討論、もの
づくりや生産活動等を通して、人・自然・社会と
のふれあいと対話を重視した教育を進めます。

　(３) 心豊かな児童・生徒の育成

　人権尊重の観点に立ち、児童・生徒一人ひとり
に自尊感情を育み、多様な個性や価値観を認め合
い、他者を思いやる人権感覚豊かな人間性を培う
教育を進めます。また、体験的な活動を核とする
取組を通して、生命尊重や善悪の判断等、人間とし
ての基本的な倫理観や規範意識の育成に努めます。

　(４) 健康な児童・生徒の育成

　学校と家庭や医療機関等が連絡を密にして、疾
病や障害の早期発見と予防に努めるとともに定期
検診の拡充を図ります。また、運動能力の開発や
体力づくりを促進することにより健康の保持・増
進を図るとともに、健康な生活の基本となる食に
関する指導の充実に努めます。学校内外の事故防
止のための安全教育と安全管理の徹底を図ります。
　給食内容の多様化と充実に努めるとともに、関
連施設の整備を進めます。

　(５) 障害に配慮した教育の充実

　配慮を要する児童・生徒一人ひとりの障害等の
実態に応じた教育課程の編成に努め、個別の指導
計画に基づいた教育内容の精選と指導方法の工夫・
改善・充実に努めます。
　配慮を要する児童・生徒への支援に関する研究・
研修の充実を図るとともに、学校での支援体制の
確立と保護者、関係機関との連携を推進します。
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2　教育環境の充実

不登校の状況 教育委員会学校教育部データによる
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　(６) 国際化・情報化社会に対応した教育の展開

　わが国の文化と他国の異なる文化に対する理解
と多文化共生の精神が養われる教育を進めるとと
もに、国際社会においてコミュニケーションが図
れる能力の育成に努めます。
　帰国児童・生徒や在日外国人児童・生徒、新た
に来日した児童・生徒に対し、個に応じた指導の
充実を図ります。
　学校教育情報通信ネットワークを拡充し、視聴
覚教育や情報教育の充実に努めるとともに、教育
の情報化を図ります。

　(７) 高等学校等への進路指導の充実

　義務教育期間を通じ、キャリア教育に取り組む
とともに、主体的に自己の進路を選択する能力や
態度を養う進路指導を進めます。

　(１) 教育施設等の充実

　学校教育施設の安全性の確保や質的向上を図る
とともに、多様な学習形態に対応できる施設の拡
充に努めます。また、今後の児童・生徒数の推移
や地域の実情を加味しながら、よりよい教育環境
の整備に努めます。さらに、開かれた学校を念頭
においた施設の整備計画を策定します。
　子どもたちの安全を確保するために、地域と協
力した体制の確立を図ります。

　(２) 教職員研修・教育相談の充実

　教育センターを中心に、教職員の資質向上のた
め、研修の充実を図るとともに、教育に関する専
門的・技術的事項の調査や研究を行い、その成果
の普及に努めます。
　また、不登校児童・生徒への対応の強化や不登
校・情緒・行動・発達等の多様な相談に応えるた
め、関係機関との連携を図りながら、教育相談の
充実に努めます。
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3　地域に開かれた学校づくりの展開

4　青少年の居場所づくり

青少年育成

　(１) 青少年拠点施設等の整備・充実

　「つながり」を基本理念として、青少年自らの
活動の場並びに青少年団体や青少年育成団体の活
動の場として、また、幅広い情報や相談の機能を
持つ青少年育成のための拠点施設を整備します。
　野外活動や集団活動の場としての青少年野外活
動センターや少年自然の家の充実に努めるととも
に、青少年クリエイティブセンターや勤労青少年
ホームの事業の充実に努めます。

　(２) 学校施設等を活用した事業の推進

　地域で子どもたちが安全で安心して過ごせる居
場所（太陽の広場）や子どもの自主性、創造性を
育む体験活動の場（地域の学校）、完全学校週5
日制に伴う学校開放事業など、小学校の施設や学
習資源を活用した事業を推進します。

　(３) 非行防止など環境の整備

　地域住民の協力を得ながら、有害図書類の追放
運動や青少年健全育成協力店運動を展開するなど、
青少年の非行防止に向けた環境整備に努めます。

　(３) 就学・就園の奨励・援助

　幼稚園就園の奨励を進めるとともに、保護者の
経済的負担の軽減に努めます。小中学校において
は、就学の援助を行い、義務教育の円滑な実施を
図ります。
　また、高等学校等の就学に係る保護者負担の軽
減を図るとともに、私立高校の学費負担の軽減化
が図れるよう関係機関に働きかけます。　

　保護者や地域住民等の意向の把握と協力を得る
システムを構築するとともに、児童・生徒、保護
者、地域住民等による外部評価を実施し、学校の
教育活動や学校運営について説明責任を果たし、
学校改善に向けた取組の推進と開かれた特色ある
学校づくりの充実を図ります。
　学校を支援するボランティアネットワークシス
テムの充実を図り、保護者や地域住民等による支
援体制を推進するとともに、市内の大学との連携
によるインターンシップ制度等の活用により、子
どもたちの学びを地域に広げる取組を進めます。
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6　青少年を育てる家庭・地域づくり5　青少年の仲間づくり

　(１) 地域ぐるみの子育て支援

　子どもを通じて、幅広い年齢層の大人が交流し、
子育てに関する情報交換や悩みの解消を図るなど、
地域で子育てを支援する基盤の整備に取り組みま
す。

　(２) 相談体制の充実

　青少年やその家族からの多様な相談に応じるこ
とができるよう、関連機関との連携や協力体制を
強化するとともに、相談体制の充実を図ります。

　(３) 家庭、学校、地域が一体となった

　　 青少年の育成

　子どもの成長に果たす家庭の役割は大きく、親
子で参加する行事や相談事業、ＰＴＡ活動への支
援などを通じて、家庭への支援を行います。
　また、家庭、学校、地域が課題を共有化し、課
題解決に向けた取組を進めていけるよう、きめ細
かな連絡調整や情報提供を行い、地域活動での協
働をめざした、教育コミュニティづくりを推進し
ます。

　(４) 青少年団体等の育成

　青少年団体や青少年育成団体の活動を支援する
とともに、団体相互の連携を深めます。また、地
域で活動している各種団体が継続的・日常的に子
どもにかかわるシステムを構築し、地域社会の共
有財産である学校との協働を支援します。

　(１) 青少年育成事業の推進

　青少年育成団体などとの連携を図り、青少年活
動を活発化するとともに、青少年活動団体への加
入や仲間づくりを促進します。
　地域に根差した活動やボランティア活動への参
加を促進するとともに、地域と学校との連携によ
る青少年活動を推進します。

　(２) 指導者の養成

　ジュニアリーダー、青年リーダー、地域の指導
者の育成と資質の向上を図るため、講習会や研修
会を体系的に見直し、各世代間のリーダー交流を
促進することで、各地域における青少年活動の活
性化を図ります。

　(３) 活動機会の提供

　青少年同士のふれあいや社会のさまざまな人と
のかかわりを持つ機会を提供し、集団の中で役割
を与えることによって、仲間づくりをすることや
社会性を身につけることができるよう支援します。
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第2節　生涯にわたり楽しく学べるまちづくり

体　系 動向と課題

1

2

年代別にみた生涯学習の必要性 「市民の生涯学習に関する調査」による

平成5年度（1993年度）
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91.0％ 91.9％

95.0％95.5％ 96.0％ 97.9％ 95.0％95.7％ 93.0％94.6％
90.0％ 91.3％

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
0

平成15年度（2003年度）

(１) 推進体制の基盤整備

(２) 学習施設の整備と体系化

(３) 学習情報の収集と提供

(１) 社会教育施設の整備・充実

(２) 学習プログラムの充実

(３) 学習活動への支援

(４) ふれあいと自己実現の場の提供

２　社会教育施設等における生涯学習の推進

１　生涯学習推進体制の充実 　人びとは、物質的な豊かさや便利さから、生
きがいのある心豊かな生活や人生を送ることを
重視するようになっています。また、科学技術
の進歩や高度情報化、国際化により、新しい知
識や技術の習得、情報の主体的な活用や多文化
を理解する必要性が高まっています。

　生涯学習は、市民一人ひとりがそれぞれに適
した方法や手段で、生涯にわたって行うさまざ
まな学習であり、知識や技能を身につけるだけ
ではなく、それを通じて豊かで生きがいのある
生活をめざすものです。
　一方、学んだ人が、学習の「受け手」にとど
まらず「教え手」となり、社会の「つくり手」
として、その成果を社会に広げ発信していく過
程もまた生涯学習と言えます。学んだ成果を社
会全体で認め合い、よりよい地域社会を共につ
くっていくことは、より豊かな学習活動につな
がっていきます。一人ひとりの学びが、人と人、
人と地域をつなぎ、豊かな文化の創造と地域づ
くりにつながるような生涯学習社会の形成に向
けて取り組む必要があります。
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43

生涯学習を必要だと思う理由 「市民の生涯学習に関する調査」による
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　本市には、大阪大学、関西大学、大阪学院大
学、千里金蘭大学や国立民族学博物館があり、
それぞれの機関で公開講座等の市民を対象とし
た学習機会が提供されています。また、地区公
民館は、市民が自宅から気軽に訪れることので
きる場所にあり、生涯学習活動の場として中心
的な役割を果たしています。こうした本市の特
長的な学習資源である大学等との緊密な連携や
地区公民館の有効活用を図りながら、生涯学習
を総合的に推進する必要があります。

　地域で互いに学び、ふれあい、交流すること
は、地域社会への関心を育み、市民参加のまち
づくりや個性的で活力ある地域づくりを進める
上で重要です。生涯学習において、公民館、図
書館など社会教育施設の果たす役割は大きく、
生涯にわたる多様な学習ニーズに応えるため、
施設の整備や充実を図るとともに、学習・文化
サークル活動の育成や学習活動を支援し、ふれ
あいや交流を深め、自己実現の場の提供に努め
る必要があります。
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基本方向
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1

2

3

4

5

第
４
章

計　画

1　生涯学習推進体制の充実
　家庭、学校、地域、行政だけでなく、民間企
業、市民団体などが相互に連携し、各々の役割
が適切に果たされるよう、生涯学習推進体制の
充実に努めます。

　生涯を通じて学習できる場と機会を誰もが利
用でき、学習した成果が生かせるよう、学習施
設の整備と体系化を図り、学習機会や施設の情
報を幅広く収集し提供に努めます。

　市民一人ひとりが、自己の可能性を探り、豊
かな地域社会を築く構成員として能力を生かす
ことができるよう、社会教育施設の整備を図り
ます。また、市民の多様なニーズに応えるとと
もに、高齢者や障害者が積極的に参加できる学
習機会と学習内容の充実に努めます。

　家庭や地域における自主的な学習活動を促進
するため、学習機会の提供や相談機能の充実を
図り、指導者や自主学習グループへの支援に努
めます。

　楽しく学び、学んだことが地域の活性化に生
かされ、まちづくりにつながるよう、世代間交
流や地域団体との連携を進め、市民のふれあい
や交流、自己実現の場の提供を図ります。

　(１) 推進体制の基盤整備

 「生涯学習推進計画」に基づき、総合的な施策
の推進を図るとともに、市民の参画や大学等との
連携による推進体制の整備に努めます。

　(２) 学習施設の整備と体系化

　生涯学習を推進するための学習プログラムの研
究・開発や学習情報の収集・提供、指導者の養成・
研修などを行うとともに、生涯学習のネットワー
クのセンター的機能を果たすことができる（仮称）
生涯学習センターの建設を進めます。
　学習施設間の相互の連携や協力を密にし、各施
設が持つ機能や立地条件などを生かした学習施設
の体系化を図るとともに、市民の多様な学習ニー
ズに応え、学んだことを社会に還元するなど生涯
学習社会をめざすにふさわしい施設の整備、学習
内容の充実を図ります。また、コミュニティセン
ターをはじめコミュニティ関連施設との連携や大
学等との連携を図ります。さらに、身近な学習活
動の場の一つとして学校施設の利用を推進します。

　(３) 学習情報の収集と提供

　施設情報、講座・イベント情報、団体情報、人
材情報など多面的な学習・文化・スポーツ情報の
収集と提供に努めるとともに、必要な情報が適時
に提供できる生涯学習情報システムの整備を進め
ます。また、市民のさまざまな学習相談に応じ、
適切に指導・助言できる体制を整備します。
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2　社会教育施設等における生涯学習の推進

　(１) 社会教育施設の整備・充実

　地域での市民の多様な学習・文化活動に応える
ことができる地区公民館の諸施設の充実に努める
とともに、地域での生涯学習の幅広い展開を支え
るにふさわしい地区公民館の運営体制の充実を図
ります。
　図書館においては、市民の多様なニーズに応え
られるよう新鮮で魅力ある蔵書をめざすとともに、
中央図書館・分館・分室の施設の充実に努め、生
涯学習時代にふさわしい施設整備を図ります。ま
た、近隣市町の図書館や大学等の図書館との連携
と相互利用を進めます。
　地域歴史資料を収集展示し、文化財保護、情報
発信基地としての拠点施設である博物館は、収集
資料の増大に対応するため、また市民の学習意識
の高まりに伴う展示内容の更新を図るため、施設
の整備・充実に努めます。

　(２) 学習プログラムの充実

　「生涯学習推進計画」に基づき、公民館や図書
館をはじめとする社会教育施設で生涯学習の中核
的な役割を担い、相互の連携を図るとともに、障
害者や、乳幼児から高齢者までを対象とする幅広
い学習機会の保障と、人権、福祉、環境などの現
代的課題や市民ニーズに応じた学習内容の充実に
努めます。
　また、「子ども読書活動推進計画」の策定や、
図書館における読書活動の振興につながる諸事業
の実施、学校図書館への支援等を通じて、さまざ
まな学習プログラムの提供に努めます。

　(３) 学習活動への支援

　地域での多様な自主的学習活動を支援するため、
図書館でのレファレンスサービスや各施設での学
習相談機能の充実を図るとともに、電子資料の有
効活用やホームページを活用した情報発信等によ
り学習情報や人材情報の提供に努めます。
　ＰＴＡなどの社会教育関係団体や自主学習グル
ープへの情報提供や相談機能の充実によりその育
成に努めるとともに、外国人への学習支援として、
国際交流協会と連携した取組や、図書館での外国
語資料の収集と貸出などの多文化サービスの展開
を進めます。

　(４) ふれあいと自己実現の場の提供

　高齢者と若い世代が共に学べる世代間交流事業
や、共通の地域課題、生活課題に関する学習機会
の提供などを行うとともに、音訳・点訳ボランテ
ィアやブックスタートボランティア、地域・家庭
文庫など、さまざまな団体等との連携による取組
を進めるとともに、地域での市民のふれあいや交
流、自己実現の場の充実に努めます。
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第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
４
章

第3節　スポーツに親しめるまちづくり

1

2

3

体　系 動向と課題

１　体育・スポーツ施設の整備

(１) 市民体育・スポーツ施設の整備

(２) 学校体育施設等の利用・活用

２　指導者の養成・確保と資質の向上

(１) 指導者の養成・確保

(２) 指導者の人材活用

３　スポーツ関係団体の育成

(１) 各スポーツ団体の育成

(２) 総合型地域スポーツクラブの育成

４　生涯スポーツの促進

(１) 地域スポーツの振興

(２) スポーツイベント・プログラムの提供

(３) 健康づくり事業の推進と高齢者・

　　障害者スポーツの振興

(４) 情報の提供

　生活全般における合理化や省力化が進み、運
動不足やストレスなど人びとの身体と心に深刻
な問題が生じてきています。
　また一方では、余暇時代を反映した「レジャ
ースポーツ」、運動不足、過剰栄養、ストレス
などを背景にした「健康スポーツ」、さらに高
齢化が進む中での「生涯スポーツ」など、市民
の間にスポーツに対する関心が一段と高まって
います。

　本市においては、健康づくり宣言都市として、
「一市民・一スポーツ」を合言葉に、生涯スポ
ーツの推進を目標に掲げ、市民の健康・体力づ
くり施策の充実と発展に取り組んできました。
地域に整備した体育館の利用をはじめ学校体育
施設の開放などを通じて、多くの市民のスポー
ツ活動への参加を促してきました。また、指導
者の養成では、講座の修了者が、各地域で活躍
するなど、「学び手」が「教え手」となり、地
域スポーツの振興と地域コミュニティの育成に
大きな役割を果たしています。

　すべての人が、それぞれの体力や年齢、目的
に応じて、「いつでも、どこでも、いつまでも」
スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社
会の実現が求められています。市民ニーズに応
じたスポーツの振興を図り、できるだけ早期に
成人の週1回以上のスポーツ実施率が50％（2
人に1人）になることをめざすとともに、総合
型地域スポーツクラブの育成について検討を進
めていく必要があります。
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基本方向

1

2

1　体育・スポーツ施設の整備

2　指導者の養成・確保と資質の向上

6.8％

8.3％

19.3％

13.4％

49.6％

ほとんど毎日

週に1～2日程度

週に3～5日程度

月に1～2日程度

あまり運動（スポーツ）はしない

スポーツを行っている市民の割合

市民スポーツ意識調査（平成12年（2000年））による

　多様化する市民ニーズに応えることができる
よう、施設の整備と有効活用に努めるとともに
学校体育施設の地域への開放を今後とも推進し
ます。

　指導者の養成・確保と人材活用に努め、スポ
ーツ関係団体の育成を図り、地域スポーツの充
実や、すべての人を対象としたきめ細かなスポ
ーツプログラムの提供に努めるとともに、健康
の保持・増進のため、保健事業との連携を図り、
健康づくり事業を推進します。また、さまざま
なスポーツ情報の提供を積極的に行い、市民一
人ひとりが生涯にわたり気軽にスポーツ・レク
リエーション活動に親しむことができるよう努
めます。

計　画

　(１) 市民体育・スポーツ施設の整備

　既存の体育・スポーツ施設の老朽化に伴う安全
性の確保と高齢者や障害者などの利便性を考慮し
た施設の整備・充実に努めるとともに有効利用を
図り、利用者に対するサービスの向上に努めます。

　(２) 学校体育施設等の利用・活用

　地域のスポーツ・レクリエーション活動の中心
となっている学校体育施設開放事業の充実に努め
ます。また、大学等が所有する体育・スポーツ施
設との連携について協力を要請します。

　(１) 指導者の養成・確保

　地域におけるスポーツ活動の指導・助言にあた
る社会体育リーダー、高齢者スポーツの振興を図
る指導者、競技スポーツの技術指導や組織の育成
指導にあたるスポーツ指導員の養成・確保に努め
るとともに、資質の向上をめざし、研修会等の充
実に努めます。

　(２) 指導者の人材活用

　地域社会や時代の要請に応え、市民のスポーツ・
レクリエーション活動をより促進させるため、地
域や学校のスポーツクラブの指導者として活用が
できるよう指導者登録・派遣システムなどの充実
に努めます。
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第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

4　生涯スポーツの促進

3　スポーツ関係団体の育成

　(１) 各スポーツ団体の育成

　多様なスポーツ種目が普及しつつある状況に応
じ、スポーツ関係団体の育成を図ります。また、
市民の多様なスポーツに対するニーズに応えるた
めに、団体間の相互協力を促進します。

　(２) 総合型地域スポーツクラブの育成

　総合型地域スポーツクラブの育成にあたっては、
地域のスポーツ団体の役割が重要であり、学校体
育施設開放事業の充実を図る中で、各地域の活動
実態を踏まえたクラブ創設の方策を検討します。

　(１) 地域スポーツの振興

　すべての人が、「いつでも、どこでも、いつま
でも」気軽にスポーツに親しめるよう、身近な学
校体育施設をより有効に活用した地域スポーツの
振興を図ります。また、体育指導委員が、各地区
体育振興会（協議会）などのスポーツ関係団体の
協力を得て、より充実した地区スポーツプログラ
ムの企画及び実技指導・助言を行うことができる
よう取組を進めます。
　地区市民体育祭は、子どもや高齢者の参加を促進
できるよう運営方法やプログラムの充実に努めます。

　(２) スポーツイベント・プログラムの提供

　すべての人を対象に、年齢や体力に応じたきめ
細かなスポーツ教室の充実を図るとともに、ニュ
ースポーツの開発など、多様なスポーツプログラ
ムの提供に努めます。
　市長杯(旗)大会は、スポーツ振興に欠くことので
きない事業であり、今後も内容の充実に努めます。
　また、一人でも多くの市民がスポーツに関心を
持ち、親しめるよう、高度なスポーツイベントに
ふれる機会の創出に努めます。

　(３) 健康づくり事業の推進と高齢者・

　　 障害者スポーツの振興

　健康の保持・増進と生活習慣病の予防や改善の
ために、身体活動や運動を日常生活の中に習慣化
できるよう、保健事業との連携を図り、それぞれ
のライフステージに応じた生涯スポーツに取り組
める環境を整備します。また、高齢者や障害者が
健康の保持・増進を図り、健やかでいきいきとし
た生活が送れるような施策の充実に努めます。

　(４) 情報の提供

　市民が生涯スポーツに親しむための基盤である
スポーツ・レクリエーション情報の提供について
は、広報紙などでの情報提供、ホームページの充
実やオーパスシステムの活用などインターネット
の利用を推進し、市民がより情報を入手しやすい
システムの充実に努めます。
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第4節　多彩な文化が交流するまちづくり

1

3

2

体　系 動向と課題

　市民の価値観は、物質的充足から生活の質の重
視へと変化し、画一的な生活様式からより個性的
で多様な生き方を求める時代へと変化しています。
　このような変化は、文化に関する市民の自主
的な活動の展開にみられるように、人間として
の生き方や暮らし方を質的に高めていこうとす
る積極的な活動を生んでいます。
　地域には、人びとが住み、まちがつくられる
中で蓄積されて地域の個性や魅力となった、有
形、無形の文化が形づくられてきました。そし
て今、事業者を含めた市民の活動や豊かな発想
による新たな文化が、それぞれの地域の中で育
まれています。

　市民の幅広い文化活動を支援し、その創造と
振興のための総合的・多面的な文化施策の展開
を図る必要があります。
　専門的な文化施設や魅力ある文化施設など、
市民の多様な文化活動の場の整備に努めるとと
もに、地域の文化的資源の活用、都市環境の整
備に文化的手法を取り入れるなど、都市生活者
に感動とやすらぎを提供していくような文化的
風土づくりをめざすことが重要です。

　本市は、全国でも有数の「大学のあるまち」
であり、大阪大学、関西大学、大阪学院大学、
千里金蘭大学や国立民族学博物館などが立地し
ています。これらの大学等と連携・協力してい
くことにより、大学等が有する高度な専門的知
識や情報、優れた施設や設備、また若者が持つ
エネルギーを生かし、地域文化の向上を図るこ
とが求められています。

１　文化の振興

(１) 総合的文化施策の展開

(２) 市民文化の振興

(３) 地域文化の振興

(１) 文化施設の充実

(２) 大学等との連携

(３) 都市間交流の推進

２　文化を育む環境づくり

(１) 文化財の調査と保存

(２) 文化財保存意識の啓発

(３) 博物館の充実

３　文化財の保存と活用
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第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

3

基本方向　文化財は地域の歴史・文化を学習するための
財産であり、地域文化の発展の礎となるもので
す。滅失の危機にある文化財を調査し保存する
ことは、地域の将来の発展を導くための重要な
責務です。そのため、市民の文化財保護意識の
醸成に向けて、調査成果を公表し、説明板の設
置、報告書、解説冊子等の刊行事業を市民団体
の協力の下で、さらに充実していく必要があり
ます。
　博物館展示は、常に新しい成果を取り込み、
事業の更新により内容の充実を図る必要があり
ます。また、地域、各種施設、学校、各種市民
団体、ボランティアなどとのさまざまな連携に
より、市民にとって分かりやすい博物館事業を
進める必要があります。

　芸術文化活動や生活文化活動などの市民の幅
広い文化活動を支援し、新たな市民文化の創造
と地域文化の継承・発展に向け、総合的な文化
施策の展開を図ります。

　多様化し高度化する市民の文化活動の場の整
備や充実に努めるとともに、市内の大学等との
多面的な連携や都市間交流の推進を図り、文化
を育む環境づくりをめざします。

　文化財の調査を継続し、その成果を保存に生
かし、文化財を活用しつつ、地域文化の形成に
寄与するとともに、文化財の調査や成果の公開
についても市民との協働の場を形成していきま
す。また、博物館の収蔵・展示能力を高め、子
どもを含め市民に対して、分かりやすい展示や
歴史学習を体感できるような参加体験型事業を
進め、そのための地域と施設と人をつなぐ枠組
みを構築していきます。
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計　画

1　文化の振興

2　文化を育む環境づくり

吹田市吹吹田市吹

交流都市（フレンドシップ協定締結自治体）の位置図

新潟県妙高市福井県若狭町

大阪府能勢町 滋賀県高島市

平成14年（2002年）8月28日に締結。
上信越国立公園に属する妙高山麓
と高田平野からなり、雄大な自然の
景観と四季折々の変化に富み、湧出
量豊富な温泉や雄大なスキー場が
有名な都市です。人口は約4万人。
面積は約445km2。

平成17年（2005年）9月1日に締結。
滋賀県の北西部に位置し、琵琶湖
と比良山系に囲まれ、夏は水泳、
冬はスキーが楽しめる都市です。
人口は約5万5000人。面積は約
511 km2。

平成16年（2004年）11月13日に締
結。若狭国定公園に指定された若
狭湾、三方五湖や三十三間山、武
奈ヶ岳などの山々の緑豊かな都市
です。人口は約1万7000人。面積
は約178 km2。

平成17年（2005年）8月29日に締結。
谷間に広がる田園、山の斜面に開
かれた棚田、緑の山並みなど、四
季を肌で感じることができる、自
然豊かな都市です。人口は約1万
4000人。面積は約98 km2。

　(１) 総合的文化施策の展開

　文化振興施策を総合的かつ計画的に推進するた
めの「文化振興基本条例」や「文化振興ビジョン」
「みんなで創る！歴史と文化のまちづくり」に基
づき、幅広い市民の文化活動を支援し、その創造
と振興を図ります。

　(２) 市民文化の振興

　市民文化祭や美術展覧会、地区公民館文化祭、
市民ギャラリーなど市民の自主的な芸術文化活動
や生活文化活動を支援するとともに、文化関係団
体の育成に努めます。また、文化会館（メイシア
ター）での事業や市民劇場など優れた芸術文化に
ふれる機会の提供を図ります。さらに、国際交流
協会との連携を図り国際的文化交流の機会の創出
に努めます。

　(３) 地域文化の振興

　歴史文化まちづくりセンター（浜屋敷）の活用
など、人びとが住み、まちがつくられる中で蓄積
された歴史・文化資源を発掘・再発見し、まちの
財産として保全・活用していきます。
　また、地域の資源を活用したさまざまな文化活
動や交流を活発にし、新しい地域文化の創造に努
めます。

　(１) 文化施設の充実

　市民の多様な文化活動に応えるため、芸術文化
施設の整備などを検討します。また、使いやすさ
や利用しやすさなどの視点からすべての施設の見
直しを図るとともに、施設間のネットワークづくり
を進め、利用者のニーズに応じた整備に努めます。

　(２) 大学等との連携

　大学等の文化・学術・研究機関の専門的研究機
能や情報発信機能、また、学生の潜在能力やエネ
ルギーを、地域の文化の発展とまちの魅力づくり
に生かすことができるような交流の促進と連携事
業の推進を図ります。

　(３) 都市間交流の推進

　特色ある文化や歴史を持つ都市との交流を通し
て、相互の共通点や相違点を認識し、相互のコミ
ュニティ意識の醸成を図るために、行事やイベン
トでの市民参加交流や相互訪問など都市間交流の
推進を図ります。

84



3　文化財の保存と活用

第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画
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2 9，028 2 1，710 347，929 3.09吹田市

1

1

1 2，276 2 514 128，917 2.16大東市

1 1 1，130 1 450 79，227 1.99柏原市

885 3 1，120 124，898 1.61箕面市

3 5，817 3 624 515，094 1.25東大阪市

1 1 684 1 1 790 119，246 1.24羽曳野市

5 2，804 1 1，820 402，563 1.15枚方市

2 2，513 1 160 250，806 1.07寝屋川市

2 555 56，996 0.97大阪狭山市

2 1，937 2 560 260，648 0.96茨木市

1 1，515 172，974 0.88和泉市

1 1，155 132，562 0.87松原市

1 480 2 620 126，558 0.87富田林市

2 568 1 578 152，298 0.75守口市

1 435 85，065 0.51摂津市

1 340 66，806 0.51藤井寺市

1 1 1，445 1 300 391，726 0.45豊中市

1 1 4 5，036 1 10 4，328 2598，774 0.36大阪市

3 740 1 535 357，438 0.36高槻市

2 2 1，807 3 746 792，018 0.32堺市

1 220 121，008 0.18河内長野市

1 400 274，777 0.15八尾市

市町村

大学 短期大学

国立校数
（校）

※1　　　　
公立校数
（校）

私立校数
（校）

※2　　　
学生数
（人）

※1　　　　
公立校数
（校）

私立校数
（校）

※2　　　
学生数
（人）

市人口
（人）

※3　　　

市人口に
対する学
生の割合
（％）

― ―

― ―

― ―

―

― ― ―
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大阪府内の大学数・学生数（平成12年（2000年））

大学数・学生数は全国学校総覧（2001年版）による
市人口は国勢調査による

※1　公立は府立・市立を含む　　※2　学生数は入学定員　　※3　市人口に対する学生の割合＝（大学学生数＋短期大学学生数）／市人口

　(１) 文化財の調査と保存

　地域に残されてきた埋蔵文化財、有形文化財、
無形文化財などを調査し、保存と活用を図ります。
特に重要な文化財については、指定文化財、登録
文化財などの措置を講じ、保存に向けた補助や助
成に努めます。

　(２) 文化財保護意識の啓発

　文化財説明板の設置、調査報告書や各種解説書
などの刊行によって、調査成果の公表と情報の提
供を行い、文化財保護意識の啓発を進めます。あ
わせて、講演会や現地説明会、見学会の開催など
によって、文化財情報を提供します。

　(３) 博物館の充実

　考古、歴史、民俗、美術工芸などに関する地域
資料の蓄積を図り、展示事業等によって公開して
いきます。常設展示については、分かりやすく歴
史学習のできるような展示に努め、市民が気軽に
訪れる博物館をめざします。
　講座などに加え、トーク・参加体験型学習など
の開催に工夫を加え、広く市民が歴史にふれ、感
動を得ることができるような事業の展開を進めま
す。また、市民ボランティア、学校教員、歴史関
係団体、自然関係団体などとの協働や連携による
事業展開を進め、地域の歴史や文化を学ぶ拠点と
してまちづくりに貢献できる施設のあり方を研究
していきます。
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第5節　国際感覚豊かなまちづくり

体　系

1

2

3

基本方向

1

2

3

動向と課題 外国人登録人口の推移
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877845717
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4,000
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2,000
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（2000年）

平成13年
（2001年）

平成14年
（2002年）

平成15年
（2003年）

平成16年
（2004年）

韓国・朝鮮 中国 米国 その他

(１) 学習機会の提供

(２) 国際交流の促進

(１) 外国籍市民にとっても暮らしやすい

　　まちづくりの推進

(２) 外国籍市民の市政への参画

３　多文化共生のまちづくり

２　国際理解の推進

１　国際感覚の醸成 　あらゆる機会を通して国際理解と国際感覚を
深める学習機会や情報の提供に努めます。

　教育、文化、スポーツなどの分野における市
民による国際交流を促進するため総合的な施策
を進めます。

　外国籍市民の市政への参画や地域での交流を
進め、居住者や留学生が主体的に誇りを持って
暮らしていける環境の整備に努めます。

　地域における国際化が進展する中で、多様な
文化や価値観を互いに理解し合い、共に地球的
視野の中で生きていくことの大切さを実感し、
多文化共生のまちづくりを進めていく必要があ
ります。市民一人ひとりが、国際感覚を高め、
国際理解を深めるとともに、豊かな地域文化の
発展に寄与していく必要があります。

　本市には、大学をはじめ学術・研究機関が数
多く立地し、留学生や本市を訪れる外国人が増
加してきており、こうした国際的文化・学術環
境を生かしたまちづくりを進める必要があります。

　人と人とのかかわりをいっそう充実させる中
で外国籍市民を同じ地域社会の構成員として認
め、異文化を持つ人びとの自発的な市政への参
画や地域社会で貢献する機会を提供して、居住
者や留学生にとって暮らしやすく、地域住民と
して個性を発揮できるよう取組を進める必要が
あります。
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第４章　個性がひかる学びと文化創造のまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
４
章

計　画

1　国際感覚の醸成

2　国際理解の推進

3　多文化共生のまちづくり

コロンボ

モラトワ

シドニーバンクスタウン

メルボルン
キャンベラ

オーストラリア

バンクスタウン市

スリランカ

モラトワ市

友好都市の位置図

昭和57年（1982年）7月20日に締結。
コロンボ市南20kmに位置するスリ
ランカ第3の都市です。塗料、機械、
縫製などの産業が盛んで、伝統家具
の産地としても有名です。人口は約18
万人。面積は16km2。

平成元年（1989年）3月9日に締結。
シドニーの南西20kmに位置する緑
豊かな自然に満たされた住宅、文化、
商業都市です。人口は約18万人。面
積は78km2。

　外国籍市民の増加に伴い、市民の国籍や生活形
態も多様化していることを認識し、異文化を担う
人びととの交流を促進します。外国籍市民を含む
すべての人が、共に生きる市民として相互に尊重
し合う意識を高めるような各種セミナーやイベン
トを実施します。

　(１) 学習機会の提供

　学校教育において国内外のさまざまな生活習慣
や文化を伝え「自分」と比較する中で、共に学ぶ
仲間として「ちがい」を認め合い、受け入れ合う
心を育む教育の充実を図ります。生涯学習におい
ては成熟した国際感覚を養う視点に立った講座な
どの開催を通じて、共にかけがえのない存在とし
て地域の国際化のために参画できる基盤づくりに
努めます。

　(２) 国際交流の促進

　国際相互理解の第一歩として、国際交流の場を
提供するとともに、市民レベルでの交流活動への
支援に努めます。また、友好都市であるモラトワ
市、バンクスタウン市との交流事業や、国際化の
時代にふさわしい諸事業を国際交流協会と連携を
図りながら推進します。さらに、市内の大学や国
立民族学博物館などの事業とも連携し、国際交流
の促進に努めます。

　
 　
　(１) 外国籍市民にとっても暮らしやすい

　　 まちづくりの推進

　外国籍市民の人権を守る諸施策を推進するとと
もに、日常生活に必要な情報の提供や相談窓口の
設置などにより、暮らしに役立つサービスの充実
を図ります。
　また、関係行政機関をはじめ民間企業の協力を
得て、公共的案内表示の外国語併記の整備などの
促進を図ります。さらに、外国籍市民を対象に、
日本語や日本の文化・生活習慣について学習する
機会を提供し、日本での生活にスムーズに適応で
きるよう支援します。
　また、外国籍市民が地域活動やまちづくりに参
加しやすい環境づくりに取り組むとともに、外国
籍市民との交流の場を整備します。

　(２) 外国籍市民の市政への参画 
　審議会等への外国籍市民の参画を促進するとと
もに、共に生きる市民として市政に参画する機会
の拡大について検討を進めます。
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第1節　環境負荷の少ない住みよいまちづくり

1

2

3

4

動向と課題

第5章　環境を守り育てるまちづくり

体　系

　事業活動に伴う公害については、公害関係法
令の整備などの対策が講じられてきていますが、
近年は、ダイオキシン類に代表される有害化学
物質による新たな環境汚染が問題となっていま
す。
　また、自動車交通量の増大に伴う大気汚染や
騒音、近隣における生活騒音など、都市部の市
民生活に起因する都市・生活型公害が顕在化し
てきています。

　空き缶・たばこなどのごみのポイ捨てや不法
看板の設置などが市内のさまざまな場所で多く
みられ、生活環境に大きな影響を与えています。

　土地の高度利用が進む中、中高層建築物の建
築が増加しており、これに伴う日照阻害・電波
障害などの問題が発生していることから、これ
らの未然防止を図る必要があります。

　近年、地表面のアスファルト舗装の普及、建
物の高密度化、人工廃熱の増大が進む中、都市
部の気温が上昇するヒートアイランド現象が大
阪府域で認められ、夜間の高温化をもたらすな
ど生活環境に影響を及ぼしていることから、こ
の現象を緩和するための総合的な対策が求めら
れています。

(１) 事業活動に伴う公害防止対策の推進

(２) 自動車公害防止対策の推進

(３) 有害化学物質等による環境汚染の未然防止

(４) 環境監視体制の充実

(５) 公害健康被害者の救済

１　環境汚染防止対策の推進

(１) 生活型公害防止の啓発

(２) 環境美化の推進

(３) 日照阻害・電波障害対策

(４) ヒートアイランド対策

(５) 環境衛生の充実

２　快適な生活環境の確保
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第５章　環境を守り育てるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

基本方向

第
５
章

水質汚濁の状況（ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）目標値適合率の推移）

環境部データによる
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川園局 吹田簡易裁判所局

国環境基準 市環境目標
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大気汚染の状況（二酸化窒素濃度（日平均値の年間98％値）の推移）

環境部データによる

騒音の状況（環境騒音（道路に面しない地域）目標値適合率の推移）
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　事業活動に伴う公害の発生を未然に防止し、
市民の健康を守るため、公害関係法令に基づき
規制や指導の強化を図るとともに、自動車交通
量の抑制や自動車排出ガスの削減のための各施
策を推進し、大気汚染物質や騒音の低減を図り
ます。
　また、ダイオキシン類をはじめとする有害化
学物質等による環境汚染については、事業者と
ともにその未然防止に取り組みます。
　さらに、環境監視体制を充実させ、そのデー
タを施策に反映させて環境汚染物質の低減化を
推進します。

　生活騒音や生活排水などの生活型公害に対し、
防止を図るための必要な啓発を行うとともに、
環境美化に対する意識の高揚を図り、市民や事
業者と連携し、快適な生活環境を確保するため
の対策を推進します。
　また、ヒートアイランド現象を緩和するため、
市民、事業者、行政が連携した総合的な対策を
推進します。
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2　快適な生活環境の確保計　画

1　環境汚染防止対策の推進 　(１) 生活型公害防止の啓発

　生活騒音等の身近な生活環境をめぐる問題につ
いての解決を図るため、近隣間の生活マナーの向
上について啓発を行います。
　また、生活排水等による水質汚濁を防止し、良
好な水環境を保全するため、市民や事業者ととも
に、水環境をよくする取組を推進します。

　(２) 環境美化の推進

　市民、事業者、関係機関と連携を図り、違法屋
外広告物の撤去活動やポイ捨て等の防止の啓発に
努め、環境美化活動を推進します。

　(３) 日照阻害・電波障害対策

　中高層建築物の建築に伴う日照阻害・電波障害
などの問題について、関係者の相互理解により解
決できるように努めるとともに、紛争を未然に防
止するよう指導に努めます。

　(４) ヒートアイランド対策

　市域におけるヒートアイランド現象の実態把握
に努めるとともに、大阪府との連携を図りながら、
省エネルギーや緑化の推進、雨水浸透施設の設置
の促進など市民、事業者、行政が一体となった各
種対策を推進します。

　(５) 環境衛生の充実

　ねずみ、蚊、はえ及び不快害虫の駆除や狂犬病
予防対策などに努めるとともに、雑草などが繁茂
している空地について、空地所有者に対して適正
管理を促します。
　また、市立火葬場については、周辺環境に十分
配慮した施設の整備に努めます。

　(１) 事業活動に伴う公害防止対策の推進

　事業活動に伴う公害の発生を未然に防止するた
め、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒
音規制法」などに基づき、規制や指導の強化、徹
底を図ります。

　(２) 自動車公害防止対策の推進

　自動車交通量の抑制、排ガスの規制強化等の発
生源対策や、道路構造の改良等の沿道環境改善に
ついて、国や関係機関に働きかけるとともに、ノ
ーマイカーデー運動、アイドリング・ストップ運
動等の啓発事業や、低公害車の普及促進など、市
として取り組むことができる自動車公害防止に係
る施策を積極的に推進します。

　(３) 有害化学物質等による環境汚染の未然防止

　ダイオキシン類等の有害化学物質の排出削減を
指導するとともに、未規制化学物質などの使用実
態、環境に及ぼす影響等を調査し、事業者ととも
に環境汚染の未然防止に取り組みます。
　また、「遺伝子組換え施設に係る環境安全の確
保に関する条例」の運用により、遺伝子組換え実
験の実施に伴う環境への生物による影響の未然防
止に努めます。

　(４) 環境監視体制の充実

　大気汚染、水質汚濁、騒音などの状況を的確に
把握し、環境悪化を未然に防ぐとともに、環境保
全を図るため環境監視体制の充実を図ります。

　(５) 公害健康被害者の救済

　公害認定患者に対する事業及び特定地域の大気
汚染特定疾病患者に対する医療費助成を継続し、
市内在住のぜん息児や呼吸器系疾病患者対象の健
康被害予防事業の充実を図ります。
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第５章　環境を守り育てるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第2節　自然と共生するまちづくり

体　系

1

2

基本方向

1

動向と課題

第
５
章

体　系 計　画

1　自然とのふれあい空間の保全と創造

2　自然環境保全意識の普及・啓発

　生き物の生息空間の確保を図り、緑や水辺、
農地など、自然とふれあうことができる空間の
保全や整備に努めます。

　自然環境保全に関する正しい理解や知識の普
及・啓発を図り、市民、事業者などの自主的な
活動の促進に努めます。

　開発事業による緑の減少など都市化の進行に
より、日常生活における人と自然とのふれあい
の場や機会が少なくなってきていますが、自然
は、やすらぎとうるおいを与えるなど人間生活
にとって必要不可欠なものです。
　貴重な自然環境を育み次世代に引き継ぐため、
緑や水辺、農地など、自然とふれあうことがで
きる空間の保全や整備に努めるとともに、市民
の自然に関する理解や関心を深めることが必要
となっています。

(１) 生き物の生息空間の確保

(２) 身近な緑や水辺の保全と創造

(３) 花と緑、水をめぐるネットワークの充実

１　自然とのふれあい空間の保全と創造

(１) 学習機会の提供及び情報の整備・活用

(２) 自然保護活動への支援

２　自然環境保全意識の普及・啓発

　(１) 生き物の生息空間の確保

　市内の生き物の生息実態を把握し、それらの生
態系を守るため、多くの生き物の生息している地
域の保全に努めます。

　(２) 身近な緑や水辺の保全と創造

　市街地にある樹林地、農地などの緑地の保全や、
緑の機能、地域の特性を生かした緑化推進を図る
とともに、市民、事業者の主体的な緑化活動を支
援する仕組みの整備を図ります。また、開発事業
に際し、事業地内の豊かな緑の確保が図られるよ
う、誘導に努めます。
　さらに、水辺の持つ多様な生き物の生息空間と
しての機能を生かしながら、自然とふれあうこと
ができる水辺空間の整備を進めます。

　(３) 花と緑、水をめぐるネットワークの充実

　多様な生き物の生息空間を確保することができ
るよう、緑のネットワークルートを活用しながら、
身近な公園や緑地を中心として、河川やため池等
の貴重な自然をつなぎ合わせます。その中で、地
域の特性に応じた花と緑、水に親しめる散策コー
スを選定し、拠点となる施設の充実を図ります。

　(１) 学習機会の提供及び情報の整備・活用

　自然環境の保全に関する正しい理解や知識の普
及・啓発を図るため、市民が自然とふれあい、学
ぶ機会を提供するとともに、自然環境に関する情
報の整備や活用に努めます。

　(２) 自然保護活動への支援

　市民、事業者などの自主的な自然保護活動への
支援に努めます。

91



ぶらっと吹田～花と緑、水めぐる遊歩道～　コースマップ

０１

竹林散策コース
約４.５km　約１５０分

０２

さくらコース
約３.８km　約１５０分

０３
大きな街路樹コース
約４.０km　約１２０分

０８竹見・桃山　公園めぐりコース
約３.５km　約１２０分

１６江坂・垂水コース
約６.０km　約１８０分

１８

関大・片山コース
約４.０km　約１２０分

０９
桃山台・春日コース
約２.８km　約１００分

１７

江坂・江の木・糸田川コース
約４.０km　約１２０分

２１

水辺スーパーロングコース
約１２.０km　約３６０分

１９

旧吹田・中の島コース
約４.０km　約１２０分

２０

南正雀コース
約６.０km　約１８０分

１３

片山・原　池めぐりコース
約４.８km　約１６０分

１２

岸部村・紫金山コース
約４.０km　約１６０分１５

さくら春うららコース
約７.０km　約２５０分

０５

千里緑地コース
約５.０km　約１５０分

千里丘稲荷コース（春）

０７

千里丘稲荷コース
約５.０km　約１５０分

ピアノ池・三色彩道コース
約５.５km　約１８０分

１４

すいたのおへそコー ス
約３.８km　約１４０分

江坂・江の木・糸田川コース（春）

１０

千里山界隈コース
約４.０km　約１４０分

０６

山田村コース
約４.５km　約１５０分

１１

佐井寺・関大コース
約５.０km　約１８０分

春

０４

Ｎ

春
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第５章　環境を守り育てるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
５
章

第3節　循環を基調とするまちづくり

体　系 3

1

2

3

4

動向と課題体　系

　地球の温暖化、オゾン層の破壊などの地球環
境問題の深刻化に伴い、京都議定書など国際的
な取組や国による各種法整備などが進められて
いますが、これらの問題は、私たちの日常生活
や事業活動と深くかかわっていることから、そ
のあり方を見直し、一人ひとりが地球環境保全
に貢献できる取組を進めていくことが求められ
ています。

　本市におけるごみの排出量については、家庭
系ごみ、事業系ごみともに減少傾向にあるもの
の、排出されるごみ中には紙類などの資源化可
能物が含まれています。排出者責任による分別
の徹底を図るとともに、よりいっそうの減量・
リサイクルの取組を推進する必要があります。
　また、廃棄物の適正な処理の確保のため、耐
用年数を超えて稼働している焼却施設の建替え
を円滑に進める必要があります。

　環境問題は複雑・多様化し、その解決に向け
た施策も広範多岐にわたっています。持続可能
な社会の実現に向けて、環境施策を適切かつ効
果的に進めるためには、将来を見通した長期的
視点を持ち、施策を相互に連携させながら、市
民、事業者、行政の協働の下で、総合的かつ計
画的に進める必要があります。

　講演会、イベントの開催などの啓発活動をは
じめ、学校における環境教育副読本の作成など
環境学習・環境教育の推進を図ってきましたが、
環境問題と私たちの社会経済活動との深いかか
わりや国における「環境の保全のための意欲の
増進及び環境教育の推進に関する法律」の制定
などを踏まえ、家庭、学校、地域などのさまざ
まな場における環境学習・環境教育のさらなる
推進が求められています。

(１) 環境基本計画の推進

(２) 率先行動の推進

(３) アジェンダ２１すいたの推進

(４) 環境影響評価制度の運用

(５) 環境情報の整備・提供

３　総合的・計画的な環境施策の推進

(１) 地球環境に配慮した行動の普及促進

(２) 新しいエネルギーの活用

１　地球環境保全の推進

(１) 廃棄物の減量・リサイクルの推進

(２) 廃棄物の適正な処理

２　廃棄物対策の推進

(１) 環境学習・環境教育の機会の充実

(２) 人材の育成・支援

４　環境学習・環境教育の推進
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1

2

3

4

基本方向 計　画

ごみ排出量の推移 環境部データによる

150,000

100,000

50,000

0

（トン）

平成11年度
（1999年度）

84,722

139,065 141,023 138,379 136,157 134,012 131,581

54,343

84,613

56,410

84,163

54,216

83,534

52,623

82,056

51,956

79,708

51,873

平成12年度
（2000年度）

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

家庭系 事業系

　地球環境に配慮した行動の普及促進を図りな
がら、日常生活や事業活動において足もとから
の地球環境保全に向けた取組を進めます。また、
地球環境保全を進める上で有効な新しいエネル
ギーについて、その活用が図られるよう取組を
進めます。

　日常生活や事業活動において、廃棄物等の発
生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、
再生利用（リサイクル）により、減量・リサイ
クルの徹底を図るとともに、千里リサイクルプ
ラザと連携し循環型社会の形成を図ります。
　また、環境保全を基本としたごみの適正な処
理に努めるとともに、焼却施設の建替え事業を
進めます。

　環境を総合的な視点でとらえ、市民、事業者、
行政それぞれの役割分担の下、相互に協力・連
携しながら、広範多岐にわたる環境施策を体系
的に組み立て、計画的な推進を図ります。

　一人ひとりが環境問題に関心を持ち、環境保
全に向けた主体的活動を実践できるよう、多様
な場での環境学習・環境教育の機会の充実を図
るとともに、その担い手としての人材の育成や
支援を図ります。

1　地球環境保全の推進

2　廃棄物対策の推進

　(１) 地球環境に配慮した行動の普及促進

　地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問
題に対処するため、日常生活や事業活動において、
地球環境に配慮した行動が進められるよう、その
普及促進を図ります。

　(２) 新しいエネルギーの活用

　太陽光発電やバイオマスなどの新しいエネルギ
ーの活用が図られるよう、普及・啓発を行うとと
もに、各種支援制度の検討を行います。

　(１) 廃棄物の減量・リサイクルの推進

　廃棄物の減量・リサイクルの徹底が図られるよ
う啓発や指導に努めるとともに、千里リサイクル
プラザとの連携により、新たな資源化方策等につ
いて研究します。
　また、廃棄物の減量・リサイクルに関する市民、
事業者の自主的な取組に対する支援を行います。

　(２) 廃棄物の適正な処理

　廃棄物処理施設の整備・充実を図り、環境に配
慮した廃棄物の適正な処理に努めます。
　焼却施設の建替えにあたっては、廃熱の有効利
用を図るとともに、周辺地域と共存できるよう十
分な環境対策を行います。
　また、残灰・不燃物の処分に必要な最終処分場
等の確保についても、関係市町村との連携の下に、
国や府に強く要請します。
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第５章　環境を守り育てるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
５
章

環境に配慮した日ごろの行動

平成14年度（2002年度）市民意識調査による

0 20 40 60 80
（％）
100

資源の回収に努めている

冷房・暖房時の温度設定を控えめにしている

節電・節水に努めている

ごみを出さないようにしている

車のアイドリングを控えるようにしている

有機栽培等の農作物を購入するようにしている

身近な緑づくりに取り組むようにしている

できるだけ公共交通機関を使うようにしている

ごみを自家処理するようにしている

その他

70.6％

67.1％

62.2％

44.1％

25.1％

24.4％

21.7％

21.4％

6.5％

3.3％

3　総合的・計画的な環境施策の推進 4　環境学習・環境教育の推進　

　(１) 環境基本計画の推進

　「環境基本条例」「環境基本計画」に基づき、
総合的かつ計画的な環境施策の推進を図ります。

　(２) 率先行動の推進

　市自らの活動が環境に大きな負荷を与えている
ことを認識しながら、市民、事業者の環境保全に
対する意識の高揚を図るため、省エネルギー・省
資源やグリーン購入など率先して環境に配慮した
取組を進めます。

　(３) アジェンダ２１すいたの推進　
　市民、事業者、行政が協力・連携し、持続可能
な社会の実現に向けた行動計画である「アジェン
ダ21すいた」の推進を図ります。

　(４) 環境影響評価制度の運用

　「環境影響評価条例」に基づき、環境影響評価
制度を適切に運用し、総合的な環境保全を推進し
ます。

　(５) 環境情報の整備・提供

　環境施策の効果的な推進を図るとともに、市民、
事業者の環境への取組の促進に資するため、環境
情報を体系的に整備するとともに、多様な広報媒
体を活用した情報提供に努めます。

　(１) 環境学習・環境教育の機会の充実

　市民の誰もが環境に関心を持ち、環境に対する
責任と役割を理解し、自らの生活のあり方を見直
すことができるよう、家庭、学校、地域、職場、
野外活動など多様な場において環境学習・環境教
育の充実を図るとともに、環境学習プログラムや
教材の開発・整備に努めます。

　(２) 人材の育成・支援

　市民の環境への取組を定着させ、地域からの環
境創造を進めるため、知識や経験が豊かな人材の
発掘と養成を行うとともに、その人材が地域や学
校で幅広く活躍できるような条件整備に努めます。
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2

第1節　安全なまちづくり

体　系

5

4

1

3

動向と課題

体　系

第6章　安全で魅力的なまちづくり

　今世紀前半での発生が予想されている東南海・
南海地震をはじめ、台風や集中豪雨など、大き
な被害をもたらす災害の発生が懸念されていま
す。都市構造の変化や高齢化が進む中で、丘陵
部と低地部からなる地勢を持つ本市でもこのよ
うな災害が発生すると、被害が広範囲に及ぶこ
とも予測されます。このため、災害の未然防止
と、被害を最小限度に止めることができるよう、
都市の防災機能の強化や、ライフラインの確保、
防災体制の強化・充実を図ることが求められて
います。さらに、阪神・淡路大震災の教訓から、
「自分たちのまちは自分たちで守る」という地
域防災の基本に立ち、市民の防災意識の高揚や、
地域における自主的な防災活動の促進を図る必
要があります。

　人口の高齢化や女性の社会進出により、昼間
の地域社会では高齢者と子どもの比率が高くな
りつつあります。また、他人の生活に干渉しな
いという意識が地域の人間関係を希薄にしてい
ることから、災害発生時における、高齢者や障
害者等の要支援者に対する地域ぐるみでの避難
誘導や安全対策の充実が必要になっています。

　地域での連帯意識の希薄化が進み、地域社会
での犯罪抑止力も低下し、犯罪の増加が懸念さ
れています。本市では、「大阪府安全なまちづ
くり条例」の制定を受け、「大阪府吹田警察署
安全なまちづくり協議会」を発足させ、警察、
事業者、市民、民間団体、行政が一体となって、
安心・安全に暮らすことのできるまちづくりに
努めています。今後さらに、防犯体制の確立を
図り、家庭、地域、関係機関が一体となって、
犯罪のないまちづくりを進める必要があります。

　社会経済活動や市民の生活行動が多様化する
中で、予想し難い災害が発生する危険性が拡大
しています。また、科学技術の高度化に伴い、
放射性物質など危険物質による特殊災害の潜在
的発生要因が多くなっています。これらの災害
や、地震、風水害などの大規模災害に的確に対
応できる体制の確保が必要です。特に阪神・淡
路大震災での貴重な経験や教訓等を踏まえ、大
規模災害時における人命救助活動等をより効果
的にするためには、災害活動拠点の整備や広域
消防相互応援体制のいっそうの充実を図る必要
があります。

　救急に対する需要は年々増加の傾向にあり、
また、救急救命処置に関しては高度化が求めら
れています。このような状況を踏まえ、救急活
動体制や救急隊員の知識や技術を維持向上する
ため、関係機関における実習・研修等の整備・
充実を図る必要があります。

(１) 市街地の防災環境整備

(２) 防災体制の確立

(３) 地域防災力の向上

(４) 地域防災計画の充実

１　防災

(１) 消防体制の整備・充実

(２) 火災予防の推進

(３) 警防活動の充実

(４) 救急活動の充実

３　消防

(１) 防犯環境の整備

(２) 防犯体制の充実

(３) 防犯意識の高揚

２　防犯
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第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

3

4

5

基本方向

第
６
章

計　画

1　防災　市民との協働による安心・安全のまちづくり
は、行政や市民生活のさまざまな分野に及ぶこ
とから、関連する施策の体系化を図り、市民、
事業者の協力の下に総合的かつ計画的に推進し
ていきます。

　災害時における市民生活の安全を確保するた
め、都市防災機能を強化し、災害の未然防止と
被害の軽減を図ります。また、災害時に迅速か
つ的確な対応ができるよう、防災システムの整
備確立や、救援体制の充実などを図り、防災体
制の確立をめざします。さらに、市民の防災意
識の高揚に努め、自主防災組織の結成を促進し、
地域における自主的な防災活動の促進を図ります。

　犯罪のないまちをめざして、市民や関係機関
と連携して、各種犯罪の未然の防止に努めると
ともに、市民の防犯意識の高揚に努めます。

　各種災害に即時対応できる消防体制を整備す
るとともに、火災等の防ぎょ活動に必要な消防
車両、装備、消防水利や消防指令通信システム
の整備・充実を図ります。また、火災予防活動
を展開し、市民、事業所などにおける防火意識
の高揚と防火防災体制の確立を図ります。

　救命率向上のため、救急救命士の養成、教育、
救急資機材の整備を行い、医療機関をはじめ市
民を含めた病院前救護体制の充実に努めます。

　(１) 市街地の防災環境整備

　都市における防災機能を強化し、災害の未然防
止と被害の軽減を図るため、都市基盤施設の防災
機能の強化に努めるとともに、防災空間の整備や
木造密集市街地の整備により防災性の向上を図り
ます。

　(２) 防災体制の確立

　防災の中枢拠点としての防災センターの建設計
画を推進するとともに、他市町村との相互応援・
協力体制の充実を図ります。また、市民や関係機
関に防災情報を提供するシステムの確立に努めま
す。さらに、緊急物資の備蓄や防災用資器材の整
備を進めます。

　(３) 地域防災力の向上

　地域において防災ハンドブックや洪水ハザード
マップを活用した防災講座の開催に努め、自主防
災組織の結成を促進するとともに、災害発生時に
おいて、高齢者や障害者等の要支援者への対応が
的確に行われるよう地域との連携・協力体制の確
立に努めます。また、市民の防災意識をいっそう
向上させるため、日頃から啓発活動に努め、関係
機関と市民の参加と協力を得て合同防災訓練を実
施します。

　(４) 地域防災計画の充実

　地域防災の基本となる「地域防災計画」を定期
的に見直し、地震や風水害、危険物質による特殊
災害等の災害発生時に迅速かつ的確な対応ができ
るよう充実を図り、推進に努めます。
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2　防犯 3　消防

　(１) 防犯環境の整備

　街頭犯罪防止のため、道路や公園など多くの市
民が利用する公共施設については、犯罪面にも考
慮した整備に努めます。また、夜間の通行の安全
を確保するため、防犯灯の設置等により道路の照
度を高めます。

　(２) 防犯体制の充実

　自治会、商店会、青少年関係団体、防犯協議会
などの地域の諸団体によるパトロール活動や通学
路における子どもの保護活動等を通じて、安全な
地域コミュニティづくりに努め、防犯体制の充実
を図ります。

　(３) 防犯意識の高揚

　警察、防犯協議会等と連携して街頭キャンペー
ンの実施や地域の犯罪、防犯に関する情報の提供
等により市民の防犯意識の高揚に努めます。

　(１) 消防体制の整備・充実

　消防職団員の資質の向上を図るとともに、効果
的な人員配置をすることにより組織力を強化し、
各種災害に対応できる機動力ある組織を確立しま
す。また、消防署所の適正配置及び改修、耐震化
等を図り、災害活動拠点となる消防施設の安全性
を確保するとともに災害対応能力を向上させます。

　(２) 火災予防の推進

　効果的な査察の実施と指導により防火管理の徹
底を図るとともに、高齢者を対象とした住宅防火
診断を実施するほか、住宅用防災機器の設置につ
いて普及促進を図ります。また、各種広報媒体を
通した幅広い予防広報活動を推進します。

　(３) 警防活動の充実

　多様化する火災等の災害防ぎょ活動に万全を期
すために情報の共有化と一元化を推進するととも
に、各種警防計画の整備と、救助及び警防等の活
動技術の高度化を図ります。また、消防車両及び
装備の充実や、耐震性防火水槽などの消防水利の
適正配置を行います。さらに広域的な消防相互応
援体制の強化と地域住民による消火活動体制の整
備に努めます。

　(４) 救急活動の充実

　救急救命士の養成や救急資機材の高度化を図る
ほか、本市にある先端医療施設をはじめ各医療機
関との連携を強化するとともに、市民に対し応急
手当の方法や救急車の適正な利用方法などを普及・
啓発し、病院前救護体制の充実を図ります。
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第2節　暮らしや都市活動を支える基盤づくり

体　系

1

2

動向と課題体　系

　本市は、計画的な都市基盤の整備に努める中
で、大阪都市圏における住宅都市として発展し
てきました。また、大学や医療機関、高度な学
術研究施設が整ったまちとして発展を続け、江
坂駅周辺では商業・業務機能の集積が進みまし
た。しかし、少子・高齢化の進行や地球環境問
題の深刻化、商業・業務機能の停滞、一部地域
での開発に伴う急激な人口の増加など多くの課
題を抱えており、中心市街地の活性化や既存住
宅地での計画的な更新、修復に取り組んでいく
必要があります。
　また、ユニバーサルデザインの視点を持って、
新たな市民ニーズへの対応や防災機能の充実、
環境にも配慮した取組などを進め、暮らしに安
心と快適性をもたらすとともに、市街地の活性
化を図り、個性を生かしたまちづくりを進める
必要があります。

　都市化の進行に伴い、人と自然とのふれあい
の場や機会が少なくなってきています。一方、
市民意識調査によると、多くの市民は｢緑地や
水辺などの自然環境が保全されたまち｣｢道路や
公園が整備されたまち｣を望んでいます。
　公園は自然と親しめる身近な場として大きな
役割を果たすものであり、自然とふれあえる場、
スポーツが楽しめる場、四季折々の花や木を観
賞できる場などの特色のある公園づくりを進め
ることが求められます。また、地震などの災害
時に、市民の避難や救援・救助活動に役立つよ
う整備を図る必要があります。

(１) 地域の特性を生かしたまちづくりの推進

(２) 適切な土地利用の誘導

(３) 都市機能の向上と市街地の整備

(４) 福祉のまちづくりの推進

(５) 吹田操車場の跡地利用

１　総合的な都市整備の推進

(１) 交通バリアフリーの推進

(２) 違法駐車の防止

(３) 自転車の放置防止

(４) 交通安全施設の整備

(５) 交通安全教育の推進

３　誰もが安全で快適な交通環境づくり

(１) 水源の有効利用

(２) 水質の適正管理

(３) 浄配水施設の計画的な整備

(４) 給水方法の改善

(５) 水の適正利用

６　上水道の整備

(１) 都市計画道路の整備

(２) 道路機能の整備

(３) 道路機能の管理・維持

(４) 環境整備・安全対策の充実

５　安全で快適な道路整備

(１) 下水道管等の充実

(２) 下水処理場・ポンプ場の充実

(３) 総合的な雨水対策の推進

(４) 流域下水道の整備

７　下水道の整備

(１) 特色のある公園・緑地の整備

(２) 公園施設の整備と維持管理

(３) 市民との協働による公園管理

２　緑豊かな安心して遊べる公園整備

(１) 歩行者・自転車優先のまちづくり

(２) 総合交通体系の確立

４　自動車に過度に依存しない交通環境づくり
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4

5

3 6

7

　わが国の高齢化は世界に例をみないスピード
で進行しており、本市でも本格的な高齢社会を
迎えようとしています。また、障害者の社会参
加の機会も増大しています。
　誰もが安心・安全に生活できる社会の実現に
向けて、高齢者や障害者等に配慮した施設の整
備や移動手段の確保などが求められており、さ
まざまな施策を通じバリアフリー化を進めると
ともに、交通安全施策などの充実に努める必要
があります。

　自動車交通量の増大が地球環境問題や自動車
公害の原因となっています。
　これまでの自動車優先のまちづくりから歩行
者・自転車優先のまちづくりへの転換を進める
とともに、公共交通機関の利用促進を図り、自
動車に過度に依存しない交通環境づくりに向け
て取り組む必要があります。

　道路は、交通施設としての機能だけでなく、
防災空間としての役割や、上下水道、ガスなど
のライフラインを収容するなど、円滑な都市活
動や安全な都市生活の実現に欠くことのできな
い重要な役割を担うものですが、本市の整備状
況はまだ十分とは言えません。都市計画道路の
未整備などにより、交通渋滞の発生や、渋滞回
避の通過車両の生活道路への流入を招き、市民
生活に影響を与えています。
　交通の円滑な流れを図ることができる道路ネ
ットワークの整備と充実に努めるとともに、す
べての人が安全で快適に移動できる環境づくり
に向けて、地域の特性に応じた道路整備を計画
的に進める必要があります。

　浄水・配水施設の多くが更新の時期を迎えて
いることから、ライフラインとしてよりいっそ
うの安定給水を図るため、各施設の整備を計画
的に行う必要があります。また、農薬類などに
よる汚染など新たな課題にも対応できるよう、
引き続き関係機関と連携して、本市の主な水源
である琵琶湖・淀川水系の水質保全に努めると
ともに、水の有効利用を図る必要があります。
　今後も、より安全で良質な高度浄水処理水を
供給しながら、水質管理のいっそうの強化を図
るとともに、マンションなど中高層建築物の直
結給水の普及や、貯水槽水道の適正な管理に向
けた取組が必要です。

　これまで下水道整備は、生活環境の改善と河
川などの水質改善をめざして推進してきました
が、水質改善については、いまだ大阪湾をはじ
め神崎川などでは水質環境基準が達成されてい
ない状況です。流域下水道と公共下水道の事業
をいっそう総合的に展開し、水質向上を図る必
要があります。
　一方、雨水対策については、集中豪雨時に市
内各所で浸水被害が発生していることから、雨
水施設の未整備地域や雨水整備基準が低い地域
等の改善、整備が必要となっています。河川事
業と連携しながら雨水施設の整備を進める必要
があります。
　また、これからの下水道事業においては、循
環型社会づくりの一環として、水循環と資源リ
サイクルを視野に入れた総合的な取組も求めら
れています。
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1

2

3

4

5

6

7

基本方向

　都市計画を推進する上での指針となる「都市
計画マスタープラン」により、市民、事業者や専
門家などに、都市計画における将来の都市像を
示し、都市計画への理解と参加を促します。ま
た、個々の都市計画の相互調整に努めるととも
に、土地利用規制や各種事業の推進を図ります。
　これまでの地域の発展を継承しながら、自然、
歴史、文化、施設、人材などを活用した、個性
豊かな地域づくりをめざします。
　将来にわたって都市の健全な発展を持続して
いくため、快適な市民生活を支えるとともに、
都市の活力を創出する産業の振興を図っていく
必要があります。このため、道路、公園、上下
水道などの都市基盤施設の整備・充実を図ると
ともに、住む、働く、憩う、遊ぶ、学ぶといっ
た都市活動を支える土地利用の計画的な誘導を
めざします。

　地域の特性を生かした、特色のある公園整備
を進めるとともに、市民と協働して親しめる公
園の整備を図ります。

　長期的な視野に立ち、より質の高いバリアフ
リー環境の整備を行うなど、安全で快適な交通
環境づくりに努めます。

　歩行者や自転車が優先される交通環境の整備
や公共交通の利便性の向上を行い、過度に自動
車に依存しない社会の実現をめざします。

　都市計画道路は、周辺景観との調和や沿道環
境に配慮しながら事業中の路線を早期に完成す
るとともに、事業化予定路線の早期着手に努め
ます。
　また、各種道路の役割分担を明確にし、地域
の特性に応じた道路機能を検討しながら都市環
境・景観の改善に努めるとともに、すべての利
用者が安全で快適に通行できる道路整備をめざ
します。

　より安全で良質な水道水の安定給水のために、
水質管理の強化及び浄配水施設の整備を進めま
す。

　「大阪湾流域別下水道整備総合計画」に基づ
き、下水処理の水質向上を図るとともに、合流
式下水道の雨天時の対策を進めます。また、処
理水や汚泥等の有効利用を図ります。
　浸水被害の実態を踏まえ、計画的に雨水施設
の整備を推進し、浸水に対する安全度の向上を
図ります。また、都市における良好な水環境を
確保するため、雨水浸透などの施策の推進に努
めます。
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計　画 2　緑豊かな安心して遊べる公園整備

1　総合的な都市整備の推進

72 約　20.08ha

公　園

街区公園

緑　　地

約　20.08ha

14 約　30.3ha近隣公園 約　30.3ha

3 約　16.7ha地区公園 約　16.4ha

3 約　52.0ha総合公園 約　46.9ha

1 約　129.0ha広域公園 約　129.0ha

93 約　248.08ha 6.93m2／人小　　計 約　242.68ha

2 約　70.7ha 1.93m2／人約　67.7ha

95 約　318.78ha 8.86m2／人約　310.38ha合　　計

種　別 箇所数
面　積

計　画 完　成
一人当たりの完成面積

都市計画公園の整備状況（平成17年（2005年）3月末現在）
建設緑化部データによる

※一人当たりの完成面積は人口350,317人（平成17年（2005年）3月末）として計算
※街区公園：主として街区内に居住する市民の利用のために設ける公園
※近隣公園：主として近隣に住む市民の利用のために設ける公園
※地区公園：主として徒歩圏域内に居住する市民の利用のために設ける公園
※総合公園：市民の休息、遊戯、運動など総合的な利用のために設ける公園
※広域公園：市域を超える広域のレクリエーション需要に対応するために設ける公園

　(１) 地域の特性を生かしたまちづくりの推進

　これまで蓄積してきた都市整備に関するさまざ
まな情報やノウハウを提供し、市民、事業者、専
門家との適切な役割分担のための仕組みづくりを
進め、地域の特性を生かした活力のあるまちづく
りを推進します。

　(２) 適切な土地利用の誘導

　調和のとれた有効かつ利便性の高い土地利用を
図るため、用途地域制度や地区計画制度などによ
る土地利用の規制・誘導を図ります。また、必要
な都市施設の整備に努めます。

　(３) 都市機能の向上と市街地の整備

　市街地の整備にあたっては、周辺の自然や景観
が損なわれないよう環境に配慮しながら居住環境
の向上、商業・業務機能の活性化、公共的空間の
創出や交通機能の改善など、これからの社会経済
動向を見据えた都市機能の再整備を図ります。

　(４) 福祉のまちづくりの推進

　社会生活を送る上でハンディキャップを持った
人を含めたすべての人が不自由なく安心して移動
できるよう、公共施設や病院、駅など多くの人が
利用する施設のバリアフリー化に努め、誰もが互
いに支え合いながら社会生活を送れるまちづくり
を推進します。

　(５) 吹田操車場の跡地利用

　吹田操車場の跡地利用は、大阪都心部への近接
性や周辺部における大学、学術研究、医療機関と
いった高度な都市機能の集積など、恵まれた立地
特性を最大限に生かし、本市のみならず広域的な
利用も視野に入れ、周辺地域との調和や居住環境
の向上、緑豊かな公共空間の創出など、魅力的で独
自性のあるまちづくりを市民参画の下で進めます。

　

　(１) 特色のある公園・緑地の整備

　｢みどりの基本計画｣に基づき、緑の整備目標の
確保に向け計画的に公園・緑地の整備を市民参画
の下で行います。また、樹林や竹林などの資源及
び歴史的な環境も活用しながら、すべての人が四
季折々の豊かな緑とふれあえ、親しみ、やすらぎ
を実感できる公園づくりを進めます。

　(２) 公園施設の整備と維持管理

　誰もが使いやすく快適で安心して遊べる公園と
なるよう、施設の整備と適正な維持管理に努める
とともに、利用マナーの向上について啓発に取り
組みます。

　(３) 市民との協働による公園管理

　身近な公園の管理を市民との協働により行うた
め、コミュニティづくりと活動の支援に努め、地
域に愛される公園づくりを進めます。
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3　誰もが安全で快適な交通環境づくり 4　自動車に過度に依存しない交通環境づくり

　　
　(１) 交通バリアフリーの推進

　駅舎や駅前広場等においては、公共交通事業者
と連携しバリアフリーを含むユニバーサルデザイ
ンを推進するとともに、歩道等においても、バリ
アフリー基準に適合した整備に努めます。
　また、バリアフリーに対する認識を深めるため
の啓発や教育等に取り組みます。

　(２) 違法駐車の防止

　「違法駐車等の防止に関する条例」に基づき、
違法駐車の一掃に向けた指導や啓発に取り組みま
す。また、駐車場が不足する地域では公共施設な
どを利用した有料による駐車場の整備に努めます。

　(３) 自転車の放置防止

　自転車利用者のマナーの向上を図り、レンタサ
イクルの活用を推進するとともに、駅周辺の商業
施設などと協働し路上放置の解消に努めます。

　(４) 交通安全施設の整備

　交通安全施設の整備を計画的に進めるとともに、
周辺環境やデザインにも配慮した整備に努めます。

　(５) 交通安全教育の推進　
　学校や地域などにおける交通安全教育の推進に
よって交通安全意識の啓発に努めます。

　
　(１) 歩行者・自転車優先のまちづくり

　歩道の整備や歩車分離信号の設置を進めるとと
もに、自転車歩行者道の整備やネットワーク化に
ついても検討します。また、駅周辺での自転車駐
車場整備や商業集積地での自転車対策を行い、歩
行者・自転車優先のまちづくりを進めます。

　(２) 総合交通体系の確立

　交通需要マネジメント施策など新たな交通施策
の実施や、交通結節点の利便性向上を行うことに
より、公共交通の利用を促進するとともに、自動
車交通量を抑制し、交通渋滞や環境問題の解消に
努めます。また、交通の不便な地域においては、
地域住民の意見を聴きつつ、交通利便性の向上に
資する移動手段について検討します。
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5　安全で快適な道路整備 6　上水道の整備

36 約84,768m 79％幹線街路

1 約480m 100％区画街路

6 約9,520m 97％特殊街路

約94,768m

約66,765m

約480m

約9,240m

約76,485m43 81％合　　計

種　別 計画路線数 計画延長 完成延長 整備率

都市計画道路の整備状況（平成17年（2005年）3月末現在）

建設緑化部データによる

※特殊街路：自動車以外の歩行者、自転車、モノレール等の交通の用に供
　　　　　　することを目的とした道路であり、本市では歩行者専用道、
　　　　　　モノレール専用道が都市計画決定されている。

　
　(１) 都市計画道路の整備　
　都市計画道路は、国道・府道との広域的な道路
ネットワークの形成をめざし、地域間を結ぶ円滑
で機能的な移動空間として、また災害時の防災空
間として整備を進めます。　

　(２) 道路機能の整備　
　道路機能の向上を図るため、高齢者や障害者な
どすべての歩行者、自転車が安全で快適に利用で
きる交通機能の充実と、道路緑化や景観に配慮し
た舗装など魅力的な空間の創出に向け、地域の状
況に応じて整備を進めます。また、電線の地中化
についても検討を進め、更なる空間機能の充実を
めざします。

　(３) 道路機能の管理・維持

　適正な道路管理のため、橋梁の耐震補強をはじ
め、道路施設の更新・補修を計画的に行い、安全
性、機能性の保持に努めるとともに、災害時の情
報通信網などライフラインの安全性の向上を関係
機関に働きかけます。

　(４) 環境整備・安全対策の充実

　高速自動車道、国道・府道の沿道環境整備対策
や安全対策の充実を道路管理者に働きかけます。

　
　(１) 水源の有効利用

　自己水源の確保と有効利用及び大阪府営水道か
らの受水による安定給水に努めます。

　(２) 水質の適正管理

　水質の保全に向けて関係機関との連携に努める
とともに、水質管理の強化や小規模受水槽（有効
容量10ｍ3以下）の調査・点検により適正管理を
図ります。

　(３) 浄配水施設の計画的な整備

　安定した給水を確保するため、上水道施設等整
備事業により、各施設の更新を耐震性の向上を図
りながら計画的に進めます。

　(４) 給水方法の改善

　直結（増圧）給水のいっそうの普及に向け条件
整備を進めます。

　(５) 水の適正利用

　計画的な漏水調査及び漏水防止作業により有効
率の向上を図るとともに、浄配水システムの充実
により水の適正・有効利用を図ります。
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7　下水道の整備

約　37％約　3,582ha 約　85％

計画面積
雨水施設整備率
（10年確率降雨）

雨水施設整備率
（概ね5年確率降雨）

下水道雨水施設の整備状況（平成17年（2005年）3月末現在）

下水道部データによる

※雨水施設整備率：計画面積に対する整備済み区域の面積の割合
※10年確率降雨：10年に1回の確率で発生する降雨
　　　　　　　　 （本市の場合は、約50mm/時）
※5年確率降雨：5年に1回の確率で発生する降雨
　　　　　　　　 （本市の場合は、約40mm/時）

　(１) 下水道管等の充実

　下水道管の適切な維持管理を行うため、下水道
台帳の充実に努めるとともに、既存施設の改築・更
新を耐震性の向上を図りながら計画的に進めます。
　また、暫定的な処理地域等については、下水道
計画に整合させるための整備を図ります。

　(２) 下水処理場・ポンプ場の充実

　下水処理場及びポンプ場については、老朽化し
た施設・設備の計画的な改築、更新を耐震性の向
上を図りながら計画的に進めます。また、放流水
質の向上のために、合流式下水道の改善と高度処
理を実施するなど、下水処理場・ポンプ場の充実
を図ります。
　さらに、下水汚泥の再資源化をいっそう推進す
るとともに処理水の再利用を図ります。
　下水処理場の拡張整備においては、敷地内に水・
緑環境の創出を図り、周辺環境への配慮や多目的
利用が図られるよう努めます。

　(３) 総合的な雨水対策の推進

　雨水対策を推進するために、河川事業との連携
を図りながら、効率的な雨水施設整備に努めると
ともに、雨水の流出を抑制する貯留施設や雨水浸
透施設の設置を促進し、総合的な対策を図ります。
　なお、浸水被害の発生地域においては、雨水施
設の能力増強の整備を重点的、計画的に進め、被
害の軽減を図ります。

　(４) 流域下水道の整備

　流域下水道幹線の未施工箇所の早期完成と、処
理施設の高度化の推進を関係機関に要望します。
また、流域下水道と公共下水道の今後のあり方に
ついて検討します。
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第3節　良好な住宅・住環境づくり

体　系

1

2

3

基本方向

1

2

3

動向と課題

体　系

53.8％

13.4％

11.5％

9.9％

11.1％

0.2％

永住意向 平成14年度（2002年度）市民意識調査による

住み続けたいと思っている

住み続けたいが引っ越すことになると思う

引っ越したいが住み続けることになると思う

別のところへ引っ越したいと思っている

わからない

無回答

　多様で異なる市民のライフスタイルやライフ
ステージに対応できる住宅に関する支援等を充
実するとともに、各種制度を活用した総合的な
住宅政策を推進します。

　緑の空間の確保や景観への配慮など環境と調
和した計画的なまちづくりを進めるとともに、
福祉、保健、医療との連携を図りながら、誰も
が安心して生活できる住宅・住環境づくりを進
めます。

　建築協定や地区計画などの制度の活用を図る
とともに、「開発事業の手続等に関する条例」
に基づき、開発事業に対するきめ細かな規制・
誘導を進め、市民、事業者、行政の協働の下で、
よりよい住環境づくりに努めます。

　本市の住宅・住環境をめぐっては、千里ニュ
ータウンなどの計画的住宅地での既存住宅の建
替え、企業所有地や低層住宅地域の周辺での開
発事業などによる住環境への影響が課題となっ
ています。
　住環境の保全と向上を図るためには、開発事
業が周辺環境と調和したものとなるよう誘導す
るとともに、各種の制度を活用しながら、市民
の自主的なまちづくりを支援していくための仕
組みづくりが求められています。

　少子・高齢化の進行、家族構成の変化、生活
様式の多様化などに伴い、住宅に対する市民の
ニーズは、単に住戸規模の拡大に止まらず、住
宅のバリアフリー化や新しい住宅設備、環境共
生への対応など、住宅の質の向上へと変化して
います。このような新たなニーズに対応した住
宅の供給や、多世代共生型の住宅など、多様化
した住み方に合った住宅の供給を促進すること
が求められています。

　今後とも本市が住宅都市として発展していく
ためには、住宅の機能更新を進めながら、居住
ニーズの変化に対応した魅力と個性ある住まい
づくりが求められています。

(１) 総合的な住宅政策の推進

(２) 健康で安心して住める住宅整備

(３) 市営住宅における住環境の向上

(４) 分譲マンションへの支援

１　多様なニーズに対応した住宅の整備

２　良好な住環境づくり
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計　画 2　良好な住環境づくり

平成2年5月1日桃山台3丁目建築協定 約　0.5ha 17区画

平成8年1月17日佐竹台3丁目地区建築協定 約　1.3ha 30区画

平成9年6月18日桃山台3丁目第二建築協定 約　1.3ha 43区画

平成15年2月4日高野台地区建築協定 約　7.1ha 194区画

平成15年4月25日古江台1丁目中部地区建築協定 約　2.4ha 67区画

平成17年1月28日佐竹台5丁目・6丁目建築協定 約　2.6ha 66区画

協定名 認可日 面　積 区　画

建築協定の一覧（平成18年（2006年）2月末現在）

都市整備部データによる

平成7年11月1日津雲台5丁目地区 約　1.6ha

平成12年3月31日藤白台2丁目地区 約　1.1ha

平成14年7月9日山田駅周辺地区 約　4.6ha

平成16年12月10日千里丘上地区 約　1.1ha

平成17年7月5日新芦屋上地区 約　4.0ha

地区名 都市計画決定日 面　積

地区計画の一覧（平成18年（2006年）2月末現在）

都市整備部データによる

1　多様なニーズに対応した住宅の整備

　(１) 総合的な住宅政策の推進

　「住宅マスタープラン」に基づき、子育て世代
をはじめ、市民の多様なニーズに対応した良好な
住宅の供給を促進するとともに、地域の特性に応
じた住宅・住環境の整備を図り、総合的な住宅政
策を推進します。

　(２) 健康で安心して住める住宅整備

　高齢者や障害者が住みなれた地域で、健康で安
心して住み続けられるよう、住宅施策と福祉施策
との連携を図り、事業者と行政の協働による住宅
の整備に努めます。

　(３) 市営住宅における住環境の向上

　老朽化した市営住宅については、「市営住宅ス
トック総合活用計画」に基づく建替事業・改善事
業・維持保全等により、住環境の向上を図ります。

　(４) 分譲マンションへの支援

　分譲マンションの適正な維持管理や円滑な建替
えを促進するため、マンション管理セミナーの開
催、アドバイザーの派遣、住宅相談窓口などの制
度活用を推進するとともに、ニーズに応じた都市
型住宅の誘導を図ります。

　

　共同住宅等の新築や建替え等においては、市民、
事業者、行政との協働により、地域の特性を生か
した良好な住環境づくりに努めます。また、建築
協定や地区計画などの制度の活用や情報の提供、
相談体制を充実し、市民の自主的なまちづくりの
支援に努めます。
　開発事業に際しては、「開発事業の手続等に関
する条例」に基づき、公共公益的施設の整備や、
事業地内に豊かな緑、ゆとりある住空間の創出を
促進し、住環境の向上を図ります。また、大規模
開発事業においては、構想の段階から事業の内容
を開示して、周辺環境と調和した土地利用を誘導
します。
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第4節　景観に配慮したまちづくり

1

2

4

3

動向と課題

体　系

基本方向

1

2

平成14年7月1日（地区）
山田駅周辺
地区

約　4.6ha平成14年7月9日
（基本方針及び地区景観形成基準）

平成17年8月2日（地区）
新芦屋上
地区

約　4.0ha平成17年8月9日
（基本方針及び地区景観形成基準）

地区名 告示日 面　積

景観形成地区の一覧（平成18年（2006年）2月末現在）

都市整備部データによる

　近年、人びとの価値観は量より質を求めるも
のへと変化し、生活空間の質の向上という観点
から、個性ある美しいまちなみや景観の形成が
求められてきています。このような背景の下、
良好な景観の形成を促進するため、平成16年
（2004年）に「景観法」が制定されました。

　市民意識調査によれば、多くの市民が「現在
の場所に住み続けたいと思っている」と答え、
高年齢の市民、居住年数の長い市民に強い定住
意向が表れています。また、自分の住む地域に
対する関心もますます高まってきています。

　本市では、大規模な土地の開発などに伴い、
長い時間を経て形成されてきたまちなみや、都
市にうるおいを与える緑地、歴史的景観資源が
喪失し、その一方では新しいまちなみが誕生し
ています。また、景観に関する市民の活動も活
発になり、みどりの協定や里親道路、アドプト
ロードなど地域に密着したさまざまな活動が行
われています。

(１) 総合的景観施策の展開

(２) 自然景観の保全と育成

(３) 地域の景観資源の保全と活用

(４) 地域の特性を生かした都市景観の形成

１　良好な都市景観の形成

(１) 景観意識の向上

(２) 景観形成活動への支援

２　景観形成への啓発・支援

　景観はさまざまなもので構成され、自然、歴
史などを含んだ地域の文化を表すものであり、
市民共通の資産です。
　良好な都市景観の形成には市民、事業者、行
政の協働が重要であり、地域の自然と歴史とが
織りなしてきた景観と新しくつくられる景観が
調和するように努め、個性と魅力あふれる都市
景観をまもり、つくり、そだて、まちに対する
誇りと愛着を高めていくことが必要です。

　住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人のすべて
に快適な都市空間の実現を図るため、地域の特
性を生かし、市民、事業者、行政、専門家等が
それぞれの役割の下、協働して良好な都市景観
の形成に努めます。また、市民共通の資産とし
ての景観の向上を図り、次世代に継承していく
ことができるよう、魅力あふれる美しいまちづ
くりに努めます。

　景観形成に関する情報の提供や啓発に努め、
景観意識の向上を図るとともに、市民や事業者
による景観形成活動への支援に努めます。
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計　画

1　良好な都市景観の形成

2　景観形成への啓発・支援

　(１) 総合的景観施策の展開

　景観行政の姿勢をより明確にするため、「（仮
称）都市景観条例」を制定し、景観形成に関する
施策を総合的かつ計画的に推進します。

　(２) 自然景観の保全と育成

　丘陵部に残されたまとまった緑地や河川空間な
どの資源の保全と活用に努め、市民にうるおいや
やすらぎを与える自然景観の育成に努めます。

　(３) 地域の景観資源の保全と活用

　歴史的景観資源をはじめとする地域の景観資源
を保全・活用し、景観形成の誘導に努め、次世代
に継承できる美しいまちなみづくりの推進を図ります。

　(４) 地域の特性を生かした都市景観の形成

　道路、公園などの公共空間や公共建築物の整備
や機能更新においては、地域の特性、立地、規模
や機能などに十分配慮するとともに、地域におい
て先導的な役割を果たし、まちのシンボルとなる
景観の創出に努めます。
　また、民間建築物等においても地域の特性に配
慮し、周辺のまちなみと調和するとともに、新し
い景観をリードしていくものとなるよう支援・誘
導を図ります。

　

　(１) 景観意識の向上

　まちに対する誇りや愛着を高め、良好な都市景
観の形成を推進するため、市民、事業者、行政の
協働の下、地域の歴史や文化、景観に関する情報
の提供や啓発に努め、景観意識の向上を図ります。

　(２) 景観形成活動への支援

　地域住民に親しまれる景観づくりのための制度
や仕組みに関する情報の提供、相談体制の充実を
図るとともに、みどりの協定や里親道路、アドプ
トロード、まちの美化など暮らしに密着した景観
形成活動の支援に努め、美しいまちなみの創出を
図ります。
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第1節　地域の特性を生かした産業の振興

体　系

3

1

2

動向と課題体　系

第7章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

　少子・高齢化の進行や長引く不況など、市民
生活をめぐる状況が変化している中で、産業は、
市民の就労や所得の確保など、日々の暮らしを
支える基盤であるだけでなく、市税収入を生み
出す経済基盤でもあり、まちの活力を生み出し
にぎわいをもたらすことからも、その安定した
発展が課題となっています。

　本市は、大阪都市圏における住宅都市である
とともに、江坂周辺地域をはじめとして商業・
業務機能が集積しており、都心的機能を一部担
っています。良好な住宅都市としての基本的性
格を保ちながら、複合型都市として発展してい
くためにも、環境の保全や快適なまちづくりの
視点に立った産業振興策の展開が求められてい
ます。

　市内の事業所をみると、卸売・小売業、飲食
店が事業所数で4割を超えており、次に多いサ
ービス業を入れると全事業所の4分の3以上を
占めています。全体としては卸売・小売業、飲
食店の減少も含め事業所数が減る産業が多い中、
運輸・通信業、サービス業の事業所数は増加傾
向をたどっています。　
　本市は大阪市に隣接しているという立地の良
さから市南西部に、卸売・小売業、飲食店及び
情報サービス産業が集積していますが、近年事
業所の移転や閉鎖など変化が生じており、この
地域の活性化が、本市の商工業の発展に大きく
影響するものと思われます。他方、北部には先
端技術を研究する大学など学術研究施設が立地
し、新たな産業を創出する潜在力となっていま
す。また、千里ニュータウンでは、ライフスタ
イルの変化や高齢化の進行の下で、全体的に身
近な近隣商業施設が機能低下の傾向にあります
が、各種の施設が設置された役割を再評価しな
がら、今後、コミュニティ施設など幅広い世代
のニーズにあった施設の設置を図るなど、新し
い役割を持たせながら、近隣商業施設の活性化
に向けて取り組んでいくことが求められています。

(１) 都市農業の推進

(２) 新鮮で安全な農産物の供給促進

(３) 地産地消の推進

(４) 農業労働力の確保と育成

４　地域性を生かした都市農業の推進

(１) 魅力ある商業地づくり

(２) 都市型工業の振興

(３) 人、もの、情報の交流機能の推進

１　商工業の活性化

(１) 生活支援型産業の振興

(２) 産業支援型サービス業の振興

(３) 起業家への支援

２　商工業の新たな展開

(１) 自然に親しめる機会の充実

(２) 快適な空間の形成

(３) 農業に対する市民の理解の促進

５　うるおいのある都市農業の推進

(１) 人材の育成

(２) 組織活動の活性化

３　商工業を支える基盤づくり
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第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

4 5

第
７
章

農林漁業　0.0%

産業別事業所数・従業者数の割合（平成13年（2001年））

事業所・企業統計調査による

建設業　6.2%

製造業　7.4%

電気・ガス・熱供給・水道業　0.6%

金融・保険業　2.2%

不動産業　2.3%

公務（他に分類されないもの）　1.6%

運輸・通信業　5.5%

卸売・小売業、
飲食店
36.4%

従業者数
143,306人

事業所数
11,783所

サービス業
37.7%

農林漁業　0.0%

建設業　6.9%

製造業　4.3%

電気・ガス・熱供給・水道業　0.2%

金融・保険業　1.5%

不動産業　6.9%

公務（他に分類されないもの）　0.3%

運輸・通信業　2.7%

卸売・小売業、
　飲食店
44.3%

サービス業
32.9%

　既存の商店街は、規制緩和による大型店の進
出や、テレビ、インターネットなどを含む通信
販売の台頭により、集客力が低下しています。
また、店舗の老朽化や後継者の不足などで、商
店街や小売市場では店舗数が減少し、空き店舗
が増えるなどの傾向が現れています。
　少子・高齢化、高度情報化、24時間型社会
の到来などの社会変化に加えて、環境問題への
意識の高まりや生活様式の変化など、消費者の
ニーズも変化し多様化しています。
　商店街などの商業地は市民の日常生活の利便
性と地域コミュニティを支える重要な基盤です。
中・大型店との共存のあり方について、事業活
動に関する基本的事項を定めるなどの検討を行
い、地域の特性を生かした商業地づくりや、消
費者ニーズに対応した多様なサービスの提供を
充実するなど、まちづくりの新たな視点で、そ
の活性化を図っていく必要があります。

　製造業は、事業所数、年間出荷額ともに減少
しており、全体として低迷傾向を示しています。
工場の閉鎖や移転に伴い宅地化が進む中で、既
存の工場とその周辺地域とが調和した環境の整
備を図っていくことが課題となっています。
　今後は、本市が北大阪地域における大学・研
究機関の集積地であることを生かし、技術開発
や研究を産学連携で推進し、製品の開発など都
市型工業としての新たな事業展開を図る必要が
あります。
　また、市内外の事業者と、あるいは海外の企
業との製品の仕入れや販売、情報や交流などの
事業活動の促進を図ることが、市内製造業の振
興につながると考えられます。
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　「新商工振興ビジョン」に基づき、商工業の
振興を図り、市民の多様なニーズに対応した商
品やサービスの提供を通して、いきいきと暮ら
し、働き、学び、遊ぶことができる魅力あるま
ちの実現をめざします。

　地域の特性を踏まえ、まちづくりの新たな視
点で市民生活の利便性を高め、アメニティ豊か
な魅力ある商業地づくりを進めるとともに、工
業の高度化を支援し、生活環境と調和した都市
型工業への展開を図ります。

　サービス業などが充実するよう振興策を推進
します。また、商工業の活力をいっそう高める
ため、ベンチャー産業、コミュニティビジネス
などの起業を支援します。

　市内商工業の組織活動の活性化を図るため、
事業者や従業者、そのリーダーなどの人材の育
成を支援します。また、組織、経営の近代化・
効率化を図るため、情報通信技術の活用を検討
している事業所等を支援します。

　「農業振興ビジョン」の基本理念である都市
と調和する農業の推進を図ります。

　農地を遊休化することなく、農産物の生産意
欲のある農家が継続して農業ができるよう、農
業生産環境の整備を図るとともに、都市の貴重
な緑の空間として農地の持つ多面的な機能を活
用し、本市の農業の推進を図ります。

　農業については、農家数、農業従事者のいず
れも減少しており、農業従事者の高齢化と後継
者不足、また、都市化の進展に伴う農地の減少
や宅地等との混在化、農業用水や日照の確保､
ごみ投棄の問題など農業経営を取り巻く生産環
境は厳しい状況にあります。

　農地の粗放化、遊休化は生産環境を悪化させ
るだけでなく、周辺住民の生活環境へ悪影響を
及ぼすことになります。農産物の生産基盤とし
ての機能の維持を推進する一方で、環境保全、
防災、景観維持など農地の持つ多面的な機能を
活用した農地の保全に努めることにより、都市
と調和したうるおいのある農業を推進すること
が必要です。
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第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
７
章

計　画

1　商工業の活性化

2　商工業の新たな展開

　(１) 魅力ある商業地づくり

　商業地が、商品やサービスを提供する商業機能
に加え、文化、学習、娯楽、コミュニティなどの
多様な機能を持つことは、その活性化とまちのに
ぎわいにつながります。それぞれの商業地の個性
を生かし、消費者に便利で快適な魅力ある商業地
づくりを推進します。

　(２) 都市型工業の振興

　国際競争が本格化した時代に対応するため、企
業相互の連携、産学連携を深め、新しい技術、製
品の開発を促進するなど工業の高度化への支援を
進めます。さらに、環境に配慮した事業活動を支
援、促進し、都市型工業への展開を図ります。

　(３) 人、もの、情報の交流機能の推進

　地域や業種、世代間の交流活動を促進し、消費
者との交流の機会を設定するとともに、商工業関
連情報を発信することにより、市内商工業の振興
を図ります。また、情報通信技術の活用を図る事
業所への支援を充実します。    

　(１) 生活支援型産業の振興

　時代の変化に対応して市民生活を豊かでうるお
いのあるものにする生活支援型産業を支援し、情
報提供を行うことで、その振興を図ります。
　雇用創出の効果もある新たな地域社会に密着し
た産業としてのコミュニティビジネスの振興を図
ります。その活動の場として商店街の空き店舗を
活用するなど、商店街の活性化にも寄与するよう
支援の充実を図ります。

　(２) 産業支援型サービス業の振興

　情報通信関連、ソフトウェア、デザイン分野な
どでの事業所向けサービス業は、商工業における
情報提供の充実、人材育成、企業支援や高付加価
値化に寄与するなど、市内商工業の発展、育成に
対して支援的な機能を有するため、その振興を図
ります。

　(３) 起業家への支援

　若い世代による新しい分野での起業、リストラ
や意識変化による中高年の起業が増える中、起業
をより円滑にするため、事業者の交流、情報提供
などの支援を行います。また、関係機関と連携し､
市内に根付く起業家の育成に努めます｡
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3　商工業を支える基盤づくり 4　地域性を生かした都市農業の推進

　(１) 人材の育成

　事業者、従業者の資質の向上や経営技術につい
ての相談機能の連携と拡充を図るとともに、セミ
ナーなど開催することにより、人材の育成、事業
継承者の確保、就業環境の充実を促進し、商工業
振興を図ります。

　(２) 組織活動の活性化

　事業者間の交流や組織活動の活性化を図ること
は、事業活動を促進する上で重要な要素です。特
に商業は個別事業者の努力に加えて、商業環境が
経営に大きく影響することから、組織的な対応が
必要となるため、事業者間の交流促進、組織活動
のリーダーの養成等を支援し、組織活動に取り組
む体制の充実を図ります。

　
　(１) 都市農業の推進

　ほうれんそう、しゅんぎく等の軟弱野菜類の栽
培や、特産物である「吹田くわい」の栽培など、
地域性を生かした農業の推進を図ります。

　(２) 新鮮で安全な農産物の供給促進

　農薬や化学肥料の使用量を削減する環境保全に
配慮した栽培方法を推進し、より新鮮で安全な農
産物の供給を促進します。

　(３) 地産地消の推進

　生産地と消費地が密着した立地性を生かし、農
業労働力の不足する生産農家にとって可能な地産
地消型の販売形態を検討します。

　(４) 農業労働力の確保と育成　
　農業従事者の高齢化、後継者の減少が深刻化す
る中、農作業への参画を希望する市民の活用など
農業労働力不足を補う方策を検討します。

114



第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

第
７
章

5　うるおいのある都市農業の推進
　
　(１) 自然に親しめる機会の充実

　市民農園など市民が土に親しみ、自然にふれあ
える機会の充実に努めます。

　(２) 快適な空間の形成

　農地にれんげ、コスモス等草花の栽培を奨励し、
うるおいとやすらぎが感じられるような空間の形
成を図ります。

　(３) 農業に対する市民の理解の促進

　農産物の即売会、農作業体験事業などを通じて
農家と市民の交流を促進することにより、市民の
農業に対する理解を深めるように努めます。
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第2節　就労を支援する環境づくり

体　系

1

2

3

4

動向と課題体　系

 平成12年（2000年）の「雇用対策法」の改
正において、地方公共団体は、雇用に関する必
要な施策を講ずる旨の規定が設けられました。
国の施策や役割とともに市が担う役割として、
地域における就職困難者等の雇用・就労の促進
や、自立支援に向けた取組が必要となっています。

 長引く不況を受けて景気は低迷し、完全失業
率も依然として高い数値を示しています。派遣
労働者や契約社員の増加など雇用形態が多様化
し、労働環境が複雑化しています。また、フリ
ーターやニートと呼ばれる若者が増えており、
若者の就労支援に向けた施策が求められます。
一方、団塊の世代と呼ばれる層が退職期を迎え
る中で、高齢者が就労を通して、いきいきと暮
らせるように、雇用促進に向けた施策が必要と
なっています。

 勤労者福祉共済制度のよりいっそうの充実を
図るため、未加入事業所に対して加入促進を進
めていく必要があります。また、勤労者の福祉
の増進と雇用の安定に向けて、勤労者のニーズ
に対応し、福利厚生事業などをいっそう充実し
ていくことが求められています。

 厳しい社会経済、労働情勢の中、勤労者の安
定した生活と福祉の向上、健全な労使関係、男
女共同参画社会の実現を図るためには、労働に
関する法律の正しい知識と理解、認識を深める
ことが必要であり、そのためのきめ細かい労働
施策の展開が必要です。

(１) 雇用対策の推進

(２) 労働関係情報の提供

１　雇用・就労の支援

(１) 福利厚生事業の充実

(２) 余暇活動等の支援

２　勤労者福祉の充実

(１) 労働相談の充実

(２) 職場環境の改善

３　労働条件の整備
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第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画
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第
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計　画

 急速な少子・高齢化、労働環境や就労形態の
多様化、就労意識の変化に対し、関係機関と連
携を図りながら、勤労意欲の醸成や職業能力の
向上など雇用・就労の促進に努めます。

 中小企業に働く勤労者の生活の安定と豊かな
暮らしに向けて、勤労者福祉の充実に努めます。

 勤労者の雇用の安定と地位の向上に向け、労
働者に対する相談業務の充実に努めるとともに、
事業所に対して職場環境の改善を働きかけます。

2　勤労者福祉の充実

3　労働条件の整備

　(１) 福利厚生事業の充実

　勤労者の福祉の増進を図るため、勤労者福祉共
済制度の充実を図ります。

　(２) 余暇活動等の支援

　勤労者の教養、文化の向上と勤労者の福祉の増
進を図るため、勤労者会館において勤労者の年齢
や個人ごとのニーズに対応した魅力ある事業の実
施に努めます。

　
　(１) 労働相談の充実

　勤労者の安定した生活と福祉の向上、健全な労
使関係に資するため、相談業務の充実に努めます。

　(２) 職場環境の改善

　労使関係の安定化、男女共同参画社会の実現、
働きがいのある職場づくりをめざし、職場環境の
向上について事業所に対して働きかけます。

1　雇用・就労の支援

　(１) 雇用対策の推進

　障害者、母子家庭の母親、中高年齢者、若年者
などのさまざまな就労ニーズに対応するため、「地
域就労支援計画」に基づき、コーディネーターに
よる職業相談を実施するとともに、雇用・就労に
つながる能力開発に努めます。
　また、ハローワークなど関係機関と連携を図り、
地域ネットワークを構築し、雇用・就労を促進し
ます。

　(２) 労働関係情報の提供

　勤労者の安定した生活と福祉の向上を図るため、
関係機関と連携しながら労働関係情報の提供に努
めます。
　また、労働に関する法律について三島地域にお
ける広域的・効果的なセミナーを開催し、労使関
係の安定化と充実に努めます。
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第3節　消費生活を支える環境づくり

体　系

1

2

動向と課題体　系

　近年、わが国においては、規制緩和が進めら
れるとともに、高度情報通信社会が進展するな
ど、経済社会の状況は著しく変化しており、消
費者を取り巻く環境も大きく変化してきていま
す。それに伴い、消費者問題も多様化し複雑化
しています。
　このような変化の中、平成7年（1995年）
には、製造物の欠陥による製造業者等の賠償責
任について定めた「製造物責任法」が、また平
成13年（2001年）には、適正な消費者取引を
実現するための包括的な民事ルールとして「消
費者契約法」が施行されるとともに、平成16
年（2004年）には「消費者保護基本法」が「消
費者基本法」と改正され、「消費者の権利」が
明記されるなど、消費者の利益の擁護と増進に
関する施策を進めるための枠組みが整えられつ
つあります。

　本市の消費者行政は、消費生活センターを拠
点にして消費者保護と消費者教育を大きな柱と
して展開してきました。一方、消費者団体が中
心となって、自らが消費者問題を学んで正しい
知識を身につけ、主体性ある消費者活動が進め
られてきました。
　しかしながら、消費生活相談は年々増加し、
インターネットを利用した新たな商法などの出
現、高齢者など社会的弱者を狙う悪質商法など
に対する課題等、問題は山積しています。一方、
食の安全や地球温暖化などの環境問題について
消費者の関心は高く、広範な社会問題に対して
きめ細かい対応が不可欠となっているとともに、
近年の事業者としての信頼を損なう事件の発生
などに対し、企業の自主行動基準の策定も求め
られています。
　今後とも、消費者トラブルの解決と被害者救
済を図り、消費者利益を擁護し消費者の権利を
確立する施策の展開が必要です。

(１) 消費生活センターの充実

(２) 消費者啓発

(３) 消費者の意見の反映

(４) 消費者活動の支援

(５) 消費者関係法令整備等の要請

(６) 適正取引の確保

１　消費者の利益と安全の確保
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第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

1

2

3

4

基本方向

第
７
章

計　画

教養娯楽品　332件

消費生活相談の内訳（平成16年度（2004年度））

市民文化部データによる

他の相談　57件

商品一般　234件

その他　71件

クリーニング　52件

内職・副業・相場　60件

保健・福祉サービス　88件

工事・建築・加工　95件

その他　139件

安全・衛生　98件

接客応対　168件

価格・料金　283件

品質・機能・役務品質　347件

住居品　221件

被服品　149件

保健衛生品　94件

食料品　89件

土地・建物・設備　77件

光熱水品　10件

車両・乗り物　57件

運輸・通信サービス
2,512件

契約・解約
4,176件

販売方法
3,224件

金融・保険サービス　263件

他の役務　98件

レンタル・リース・貸借　105件

教養・娯楽サービス　143件
商品

役務

1,263件

3,487件

品目別
4,807件

内容別
8,435件

　消費生活相談を充実することにより、被害の
未然防止と被害に対する迅速で適切な対応に努
めます。

　消費者の役割や行政、事業者の責務を明確に
しながら、消費者の権利の尊重、自立の支援に
努めます。

　消費者が消費生活において必要な知識を修得
し、自主的、合理的に行動できるよう、啓発活
動や消費者教育等の充実に努めます。

　消費者組織の育成に努めるとともに、消費者
の自主的な活動を支援します。

1　消費者の利益と安全の確保

　(１) 消費生活センターの充実

　消費生活にかかわる被害を未然に防止するため
に、情報提供や被害の解決を図る消費生活相談の
機能を強め、消費生活センターの充実を図ります。

　(２) 消費者啓発

　消費者の自立の支援のため、消費者が自ら判断
し選択できるよう必要な知識の普及や情報提供に
努めます。また、環境保全や安全の確保などにつ
いて、消費者団体との連携を図り啓発活動に努め
ます。

　(３) 消費者の意見の反映

　消費者の意見が市の消費者施策や事業者の事業
活動に反映されるよう、環境整備に努めます。

　(４) 消費者活動の支援

　消費者団体の育成・強化に努め、自主的な消費
者活動を支援します。

　(５) 消費者関係法令整備等の要請

　消費者被害の未然防止や被害にあった消費者の
救済をいっそう強化するために、消費者関係法制
度の整備や施策の充実を国や大阪府に要請します。

　(６) 適正取引の確保

　消費者と事業者との間の適正な取引を確保する
ため、必要な情報提供や適正な勧誘が行われるよ
う、事業者、消費者団体や関係機関との連携を図
ります。
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公共施設等の配置状況 巻末資料

Ｎ１.文化集会施設（公民館・図書館）の配置状況

凡例

公民館
図書館・分館・分室

120



巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

市民ホール
市民センター・
コミュニティセンター・
ふれあい文化センター
その他の文化集会施設

凡例

２.文化集会施設（市民ホール・市民センター・コミュニティセンター・その他）の配置状況
Ｎ
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Ｎ３.スポーツ施設（体育館・その他）の配置状況

凡例

体育館
その他のスポーツ施設
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巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

４.福祉施設（児童福祉施設）の配置状況

保育所（市立・私立）
児童会館・児童センター

凡例

Ｎ
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５.福祉施設（高齢者いこいの間等・高齢者福祉施設）の配置状況

高齢者いこいの間等
高齢者福祉施設

凡例

Ｎ
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巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

６.福祉施設（障害者福祉施設）の配置状況

障害者福祉施設

凡例

Ｎ
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７.福祉施設・保健医療施設（その他の福祉施設・保健医療施設）の配置状況

その他の福祉施設・
保健医療施設

凡例

Ｎ
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巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

８.学校教育施設（幼稚園）の配置状況

幼稚園（市立・私立）

凡例

Ｎ
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９.学校教育施設（小学校・中学校）の配置状況

小学校（市立）
中学校（市立・私立）

凡例

Ｎ
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巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

10.学校教育施設（高校・短大・大学・その他）の配置状況

高校（公立・私立）
短大・大学（公立・私立）
その他の学校教育施設 

凡例

Ｎ
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凡例

※平成16年度（2004年度）末現在

整備済

事業中

未整備

Ｎ

種別 番号 名称

御堂筋線  
大阪中央環状線   
千里中央線   
豊中岸部線   
万博公園南千里線   
十三高槻線   
万博公園外周線   
山田摂津線   
茨木万博公園線   
佐井寺東１号線   
千里３号線   
佐井寺東２号線   
道祖本摂津北線   
箕面山田線   
南千里岸部線
佐井寺片山高浜線
小曽根南泉線   　
豊中吹田線   
西吹田駅前線   
砂子宮之前線   
駅前1号線   
吹田駅前線

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

幹線街路

大阪高槻京都線
千里丘豊津線
山田佐井寺岸部線
千里山佐井寺線
上新庄神境線
千里４号線
浜田浜之堂線
栄東町線
春日豊津線
服部西之庄線
西之庄線
浜之堂線
佐井寺南線
万博公園駅前線
片山１号線
南正雀吹東線
佐井寺東３号線
垂水東線
泉金田線
大阪モノレール専用道
国際文化公園都市
モノレール専用道

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

区画街路
特殊街路

１１.都市計画道路整備状況
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巻末資料　公共施設等の配置状況

第2部　基本計画　　　　　第１編　部門別計画

凡例

※平成16年度（2004年度）末現在

整備済

能力増強の整備区域

未整備

Ｎ１２.下水道雨水施設整備状況
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